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説

は
じ
め
に

論

ー
問
題
の
現
状
|

国
家
公
務
員
法
(
以
下
、
国
公
法
と
略
)
三
八
条
一
号
な
い
し
五
号
及
び
地
方
公
務
員
法
(
以
下
地
公
法
と
略
)

号
は
そ
れ
ぞ
れ
公
務
員
と
な
る
資
格
要
件
と
し
て
欠
格
事
由
を
個
別
的
に
列
挙
し
て
規
定
し
、
さ
ら
に
こ
れ
を
受
け
て
国
公
法
七
六
条
及
び

地
公
法
二
八
条
四
項
は
そ
れ
ら
欠
格
事
由
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
公
務
員
が
自
動
的
に
失
職
す
る
旨
を
規
定
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
公
務
員

法
上
、
欠
格
事
由
は
失
職
事
由
と
連
動
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
欠
格
事
由
は
公
務
員
の
身
分
関
係
の
ご
く
基
本
的
な
事
柄

で
あ
る
こ
と
に
加
え
て
、
公
務
員
の
地
位
の
剥
奪
と
い
う
効
果
を
発
生
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
し
て
、
欠
格
事
由
を
法
が
列
挙

し
て
い
る
意
味
は
当
然
に
制
限
列
挙
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
ら
法
に
列
挙
さ
れ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
国

籍
を
有
す
べ
き
こ
と
が
、
「
公
務
員
に
関
す
る
当
然
の
法
理
」
(
以
下
、
「
当
然
の
法
理
」
と
略
)
に
由
来
す
る
公
務
員
の
資
格
要
件
と
し
て
承

認
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
一
般
的
に
明
文
で
国
籍
要
件
を
規
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
外
国
人
を
公
務
員
か
ら
排
除
す
る
規
定
は
憲
法
及

び
公
務
員
法
に
は
存
在
せ
ず
、
い
く
つ
か
の
個
別
的
な
法
律
上
の
規
定
が
国
籍
要
件
を
定
め
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
実
際

に
は
、
後
に
述
べ
る
い
く
つ
か
の
行
政
解
釈
を
前
提
と
し
て
、
人
事
院
は
「
当
然
の
法
理
」
に
基
づ
き
採
用
試
験
の
受
験
資
格
を
定
め
る
規

則
に
国
籍
条
項
を
お
き
、
他
方
、
地
方
公
共
団
体
の
多
く
も
ま
た
募
集
要
項
に
「
国
籍
」
を
明
記
し
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う

一
六
条
一
号
な
い
し
五

な
法
律
の
規
定
と
は
無
関
係
に
外
国
人
を
公
務
員
か
ら
排
除
す
る
根
拠
と
な
っ
て
い
る
「
当
然
の
法
理
」
の
性
格
に
つ
い
て
、
実
務
は
、
自

国
の
主
権
の
維
持
と
他
国
の
主
権
の
尊
重
と
い
う
理
念
か
ら
導
か
れ
る
法
規
範
た
る
性
格
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
説
明
し
て
い
る
。

本
稿
は
、
国
立
又
は
公
立
の
大
学
に
お
げ
る
外
国
人
教
員
の
任
用
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
(
以
下
、
外
国
人
教
員
任
用
法
と
略
)
の
制

北法40(5-6. i・390)1532



いわゆる外国人教員任用法と「当然の法理」

定
過
程
で
の
議
論
が
こ
の
「
当
然
の
法
理
L

の
展
開
過
程
の
中
で
ど
の
よ
う
な
位
置
を
し
め
て
い
る
か
、
を
検
討
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

こ
こ
で
外
国
人
教
員
任
用
法
及
び
そ
の
制
定
過
程
で
の
議
論
を
「
当
然
の
法
理
」
と
の
関
係
で
検
討
す
る
意
義
は
次
の
二
点
に
集
約
す
る
こ

と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
従
来
、
「
当
然
の
法
理
」
の
具
体
的
運
用
に
つ
い
て
は
行
政
実
例
等
し
か
な
く
政
府
・
文
部

省
等
官
庁
側
の
見
解
が
十
分
に
は
把
握
で
き
な
か
っ
た
き
ら
い
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
外
国
人
教
員
任
用
法
案
の
国
会
で
の
議
論
を
通
じ

て
、
少
な
く
と
も
外
国
人
教
員
任
用
と
の
関
係
で
は
こ
れ
が
か
な
り
明
確
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
、
第
二
に
、
こ
れ
ま
で
裁
判
例
が
な
か
っ

た
こ
と
な
ど
も
手
伝
っ
て
か
、
こ
の
問
題
が
具
体
的
事
例
に
即
し
て
充
分
な
議
論
が
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
か
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て

い
る
が
、
外
国
人
教
員
任
用
法
制
定
が
議
論
の
素
材
を
か
な
り
提
供
し
て
く
れ
た
こ
と
、
で
あ
る
。
以
下
、
本
稿
で
は
、
寸
当
然
の
法
理
」
の

展
開
を
概
観
(
第
一
章
)
し
、
こ
れ
と
外
国
人
教
員
任
用
法
と
の
関
係
が
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
か
に
関
す
る
外
国
人

教
員
任
用
法
制
定
過
程
に
お
け
る
議
論
を
紹
介
す
る
こ
と
に
よ
り
、
外
国
人
教
員
任
用
法
の
性
格
を
検
討
す
る
(
第
二
章
)
。

と
こ
ろ
で
、
外
国
人
を
公
務
員
と
す
る
た
め
の
方
法
に
は
、
二
つ
の
も
の
が
現
行
法
上
あ
り
得
る
。
ひ
と
つ
は
国
公
法
三
五
条
に
よ
る
任

用
で
あ
り
、
外
国
人
教
員
任
用
法
と
の
関
係
で
問
題
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
国
公
法
二
条
七
項
、
国
立
学
校
設
置
法
施
行
規

則
三

O
条
の
二
に
基
づ
く
勤
務
の
契
約
に
よ
る
場
合
で
あ
り
、
こ
ち
ら
の
「
採
用
L

方
法
に
よ
る
と
、
当
該
外
国
人
は
一
般
職
・
特
別
職
以

外
の
国
家
公
務
員
と
な
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
各
々
の
寸
採
用
」
方
法
に
特
有
の
制
限
が
存
在
し
て
い
る
。
任
用
に
よ
る
「
採
用
」
に
つ
い
て

は
、
本
稿
の
検
討
課
題
で
あ
る
「
当
然
の
法
理
L

に
よ
り
外
国
人
の
寸
採
用
」
が
制
限
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
勤
務
の
契
約
に
よ
る
「
採

用
」
に
つ
い
て
は
、
人
規
七
l
一
第
二
項
に
よ
り
、
「
当
該
職
の
職
務
が
そ
の
資
格
要
件
に
適
合
す
る
日
本
の
国
籍
を
有
す
る
も
の
の
中
か
ら

得
る
こ
と
が
極
め
て
困
難
も
し
く
は
不
可
能
な
特
殊
か
つ
異
例
の
性
質
の
も
の
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
限
り
L

外
国
人
と
契
約
で
き
る
と
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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説

は
じ
め
に
注

(
1
)
鹿
児
島
重
治
『
逐
条
地
方
公
務
員
法
(
第
三
次
改
訂
版
)
』

(
2
)
昭
和
二
八
・
三
・
二
五
法
制
局
一
発
第
二
九
号
。

(
3
)
外
務
公
務
員
法
七
条
、
憲
法
六
七
条
、
公
職
選
挙
法
九
条
、
一

O
条
が
こ
れ
で
あ
る
。

(
4
)
和
田
英
夫
「
基
本
的
人
権
と
身
分
」
清
宮
四
郎
H
佐
藤
功
編
『
憲
法
講
座
L

二
巻
五
八
頁
ご
九
七
八
)
は
、
国
公
法
二
条
七
項
を
根
拠
に
、

国
公
法
は
一
般
職
公
務
員
へ
の
外
国
人
就
任
資
格
を
禁
じ
て
い
る
と
い
う
説
に
立
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
少
数
説
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
芦

部
信
喜
H
池
田
政
章
H
杉
原
泰
雄
編
『
演
習
憲
法
』
一
四
一
頁
こ
九
八
四
・
横
田
耕
一
執
筆
)
参
照
。

(
5
)
人
規
八
一
八
。
一
九
六
七
年
に
施
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
の
時
期
の
遅
さ
と
い
う
点
で
、
注
目
に
値
す
る
。

(
6
)
日
高
六
郎
H
徐
龍
達
編
『
大
学
の
国
際
化
と
外
国
人
教
員
』
九
五
貰
(
岡
崎
勝
彦
執
筆
・
一
九
八

O
)
。

(7)
大
学
局
高
等
教
育
計
画
課
「
国
立
又
は
公
立
の
大
学
に
お
け
る
外
国
人
教
員
の
任
用
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
成
立
に
つ
い
て
」
『
大
学
と
学

生
』
一
九
七
号
二
ハ
頁
参
照
。

(
8
)
昭
五
七
・
九
・
一
法
律
第
八
九
号
。

(
9
)
岡
崎
勝
彦
「
外
国
人
の
教
育
公
務
員
適
格
|
|
「
制
約
基
準
」
「
当
然
の
法
理
」
に
即
し
て
|
|
」
『
ジ
ュ
リ
ス
ト
』
七
八
一
号
四

O
頁
(
一

九
八
一
二
)
参
照
。

(
凶
)
門
田
孝
寸
外
国
人
の
公
務
就
任
権
を
め
ぐ
る
憲
法
問
題
(
1
)
i
|
ア
メ
リ
カ
の
判
例
理
論
を
素
材
に
|
|
1
」
『
六
甲
台
論
集
』
三
四
巻
二
号

三
二
頁
(
一
九
八
七
)
参
照
。

(
日
)
一
九
六
六
年
一
月
二
二
日
人
事
院
事
務
総
局
管
理
局
法
制
課
長
の
文
部
省
大
臣
官
房
人
事
課
長
宛
回
答
。

(
ロ
)
そ
の
他
、
勤
務
の
契
約
に
よ
る
場
合
と
任
用
に
よ
る
場
合
と
で
は
次
の
よ
う
な
違
い
が
存
在
す
る
。
第
一
に
、
勤
務
の
契
約
に
よ
る
外
国
人
教

員
は
国
公
法
の
例
外
規
定
に
よ
り
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
国
公
法
及
び
給
与
法
の
適
用
は
な
く
定
員
法
の
枠
外
の
扱
い
と
な
り
、
従
っ

て
、
す
べ
て
別
途
に
予
算
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
な
る
(
喜
多
村
和
之
『
大
学
教
育
の
国
際
化
』
六
六
頁
)
。
ま
た
、
任
用
に
よ
る
場
合
に
は
外
国

人
教
員
も
一
般
職
公
務
員
と
し
て
「
職
員
の
服
務
の
宣
誓
に
関
す
る
政
令
」
に
従
い
宣
誓
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
(
徐
龍
達
寸
外
国
人
教
員
任
用

法
の
機
能
と
課
題
」
『
桃
山
学
院
大
学
経
済
経
営
学
論
集
』
二
六
巻
二
号
五
四
頁
)
の
に
対
し
て
、
勤
務
の
契
約
に
よ
る
場
合
に
は
、
「
服
務
に
関

し
円
本
政
府
に
忠
誠
の
宣
誓
を
求
め
る
こ
と
」
を
当
該
契
約
に
際
し
て
定
め
て
は
な
ら
な
い
旨
を
人
規
一
七
第
三
項
が
規
定
し
て
い
る
。
そ
の

一
九

O
頁
ご
九
八
七
)
参
照
。

自命

北法40(5-6・1.392)1534 



他
、
勤
務
の
契
約
に
よ
る
外
国
人
教
員
に
関
す
る
契
約
上
の
権
利
義
務
の
内
容
の
あ
ら
ま
し
に
つ
い
て
は
、
匿
名
論
文
寸
大
学
運
営
の
基
礎
知
識
」

『
大
学
と
学
生
』
一
九
七
号
五
三
頁
以
下
参
照
。
ま
た
、
俸
給
内
容
が
ど
の
よ
う
に
違
っ
て
く
る
か
に
つ
い
て
の
具
体
例
は
、
『
大
学
資
料
』
八
四

号
二
五
頁
以
下
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
他
方
、
任
用
に
よ
る
外
国
人
教
員
の
処
遇
は
基
本
的
に
は
日
本
人
の
場
合
と
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
る
が
、

共
済
加
入
と
の
関
係
で
、
脱
退
一
時
金
制
度
が
設
定
さ
れ
た
こ
と
に
つ
き
、
大
学
局
高
等
教
育
課
「
外
国
人
教
員
任
用
法
に
つ
い
て
L

『
文
部
時
報
』

一
二
六
六
号
七
四
頁
参
照
。

(
日
)
外
国
人
教
員
任
用
法
の
審
議
過
程
に
お
け
る
議
論
の
中
で
指
摘
さ
れ
た
、
勤
務
の
契
約
に
よ
る
場
合
の
長
所
と
し
て
は
、
「
実
態
的
に
は
外
国
人

教
師
が
一
般
職
の
公
務
員
の
給
与
に
比
べ
て
比
較
的
優
遇
を
さ
れ
て
い
る
、
予
算
上
の
措
置
と
し
て
は
そ
う
い
う
形
が
と
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ

と
な
ど
」
(
宮
地
貫
一
文
部
省
大
学
局
長
、
第
九
六
国
会
衆
議
院
文
教
委
員
会
議
録
第
二
ハ
号
(
昭
五
七
・
七
・
七
)
四
頁
)
、
短
所
と
し
て
は
、

そ
の
身
分
が
非
常
に
不
安
定
で
あ
る
こ
と
(
野
上
徹
衆
議
院
議
員
の
発
言
、
同
号
同
頁
)
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

いわゆる外国人教員任用法と「当然の法理」

第
一
章

「
当
然
の
法
理
L

の
展
開
過
程

本
稿
の
課
題
の
中
心
は
、
外
国
人
教
員
任
用
法
制
定
過
程
で
の
議
論
を
素
材
と
し
て
外
国
人
教
員
任
用
法
と
「
当
然
の
法
理
」
と
の
関
係

を
分
析
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
先
立
ち
「
当
然
の
法
理
L

の
展
開
過
程
を
あ
ら
か
じ
め
紹
介
す
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
点
に

つ
い
て
は
既
に
そ
の
展
開
過
程
を
分
析
し
た
詳
し
い
論
稿
が
あ
る
の
で
、
本
稿
で
は
、
そ
の
概
略
を
ご
く
簡
単
に
時
系
列
的
に
述
べ
る
に
と

ど
め
た
い
。

「
当
然
の
法
理
し
は
現
行
憲
法
下
の
公
務
員
制
度
に
な
っ
て
誕
生
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
明
治
憲
法
下
に
お
い
て
も
外
国
人
は
官
距
か
ら

排
除
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
戦
前
の
い
わ
ゆ
る
寸
お
や
と
い
外
国
人
L

の
法
律
上
の
地
位
は
私
法
上
の
契
約
に
基
づ
く
も
の
と
さ

れ
た
雇
員
・
傭
必
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
っ
目
。
こ
の
よ
う
に
、
外
国
人
が
官
吏
か
ら
排
除
さ
れ
る
こ
と
は
明
治
憲
法
一
九
条
に
基
づ
く
も

の
と
解
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
当
時
の
官
吏
の
観
念
、
つ
ま
り
倫
理
的
な
忠
誠
の
義
務
の
観
念
に
根
拠
づ
け
ら
れ
て
い
た
と
さ
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説

れ
て
い
る
。

論

右
に
述
べ
た
よ
う
な
明
治
憲
法
下
で
の
官
吏
観
念
を
受
け
継
ぎ
、
戦
後
直
後
寸
当
然
の
法
理
」
を
示
唆
し
た
も
の
と
評
価
さ
れ
て
い
る
も

一
九
四
八
年
八
月
一
七
日
付
の
法
務
省
調
査
意
見
長
官
兼
子
一
の
回
答
で
あ
る
。
こ
れ
は
外
国
人
が
日
本
政
府
の
警
察
官
に
な
る
こ

の
が
、

と
が
で
き
る
か
に
つ
い
て
の
照
会
に
対
す
る
回
答
と
し
て
な
さ
れ
、
公
の
権
利
の
行
使
を
担
当
す
る
官
吏
は
国
家
に
対
し
忠
誠
を
誓
い
一
身

を
捧
げ
て
無
定
量
の
義
務
に
服
し
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
と
と
、
一
国
が
他
国
人
を
単
に
そ
の
者
と
の
聞
の
行
為
に
よ
っ
て
自
国

の
官
吏
に
任
命
す
る
こ
と
は
そ
の
者
の
属
す
る
国
家
の
対
人
主
権
を
お
か
す
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
、
そ
の
他
そ
の
国
の
民
情
風
俗
に
通
暁
す

る
こ
と
を
必
要
と
す
る
こ
と
、
を
理
由
と
し
て
、
官
吏
た
る
に
は
原
則
と
し
て
日
本
国
籍
を
必
要
と
す
る
こ
と
を
当
然
と
す
る
立
場
を
現
行

法
制
度
は
採
用
し
て
い
る
と
解
し
た
う
え
で
、
右
照
会
を
消
極
に
解
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
示
唆
さ
れ
た
「
当
然
の
法
理
」
を
は
じ
め

て
明
確
に
定
式
化
し
た
も
の
が
、
一
九
五
三
年
三
月
二
五
日
の
内
閣
法
制
局
第
一
部
長
の
回
答
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
「
(
前
略
)
一
般
に

わ
が
国
籍
の
保
有
が
わ
が
国
の
公
務
員
の
就
任
に
必
要
と
さ
れ
る
能
力
要
件
で
あ
る
旨
の
法
の
明
文
の
規
定
が
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、

公
務
員
に
関
す
る
当
然
の
法
理
と
し
て
、
公
権
力
の
行
使
又
は
国
家
意
思
の
形
成
へ
の
参
画
に
た
ず
さ
わ
る
公
務
員
と
な
る
た
め
に
は
日
本

国
籍
を
必
要
と
す
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
り
、
他
方
に
お
い
て
そ
れ
以
外
の
公
務
員
と
な
る
た
め
に
は
日
本
国
籍
を
必
要
と
し
な
い
も
の

と
解
せ
ら
れ
る
(
後
略
)
。
L

と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
続
い
て
、
平
和
条
約
の
発
効
に
よ
り
日
本
国
籍
を
喪
失
し
た
在
日
朝
鮮
人
の
就
官

能
力
を
否
定
す
る
に
あ
た
り
、
右
の
法
制
局
見
解
を
前
提
と
し
て
「
当
然
の
法
理
L

に
よ
り
そ
の
就
官
能
力
を
否
定
す
る
回
答
が
だ
さ
れ
て

い
る
。
な
お
、
こ
の
間
、
一
九
五

O
年
に
、
国
公
法
二
条
七
項
に
よ
る
勤
務
の
契
約
に
つ
い
て
は
、
「
(
前
略
)
そ
の
職
に
、
日
本
の
国
籍
を

有
す
る
者
を
採
用
す
る
こ
と
が
き
わ
め
て
困
難
又
は
不
可
能
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
は
」
雇
一
用
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
の
回

答
が
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

で
は
、
以
上
の
よ
う
な
展
開
過
程
を
経
て
形
成
さ
れ
て
き
た
「
当
然
の
法
理
L

の
具
体
的
内
容
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
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ま
ず
、
「
公
権
力
」
と
は
、
国
家
統
治
権
に

基
づ
く
優
越
的
意
思
の
発
動
た
る
作
用
の
み
な
ら
ず
、
特
別
権
力
関
係
、
公
物
利
用
権
に
基
づ
く
権
力
作
用
を
含
む
も
の
で
あ
る
、
と
さ
れ
、

「
公
権
力
に
携
わ
る
」
と
は
、
直
接
公
権
力
を
行
使
す
る
者
だ
け
に
限
ら
ず
、
公
権
力
の
行
使
に
関
与
す
る
者
も
含
む
と
説
明
さ
れ
、
ま
た
、

「
国
家
意
思
の
形
成
へ
の
参
画
L

と
は
、
国
家
の
活
動
(
こ
れ
に
は
、
非
権
力
作
用
や
私
経
済
活
動
に
属
す
る
も
の
も
含
ま
れ
る
、
と
い
う
)

に
つ
い
て
、
企
画
・
立
案
・
決
定
等
に
関
与
す
る
こ
と
を
い
う
、
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
一
般
的
な
定
義
も
判
断
基
準

か
。
ご
く
一
般
的
な
レ
ベ
ル
で
は
、

そ
の
内
容
は
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

いわゆる外国人教員任用法と「当然の法理」

の
大
枠
を
示
し
た
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
得
ず
、
結
局
、
形
式
的
に
い
わ
ゆ
る
管
理
職
か
ど
う
か
を
問
わ
ず
、
職
の
職
務
内
容
を

検
討
し
て
、
判
断
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
人
規
八
|
一
八
は
、
職
務
内
容
と
無
関
係
に
一
律

外
国
人
に
受
験
資
格
を
否
定
し
て
お
り
、
そ
の
た
め
、
具
体
的
に
い
か
な
る
職
が

J
ヨ
然
の
法
理
」
に
触
れ
る
も
の
と
い
え
る
か
否
か
を
判

断
し
た
行
政
実
例
は
ご
く
少
数
し
か
存
在
し
て
い
な
い
。
そ
れ
ら
に
よ
る
と
、
外
国
人
の
任
用
が
可
と
さ
れ
る
職
と
し
て
は
神
戸
医
科
大
助

教
授
、
造
幣
局
の
中
級
係
員
、
医
師
、
看
護
婦
、
技
工
が
あ
り
、
病
院
長
へ
の
任
用
は
不
可
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
国
家
公
務
員
に
関
す
る
実
態
よ
り
も
む
し
ろ
注
目
で
き
る
の
は
、
地
方
公
務
員
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、

ま
ず
地
方
公
共
団
体
全
体
と
し
て
み
た
場
合
|
|
地
方
公
務
員
に
関
し
て
は
、
国
家
公
務
員
と
同
じ
く
「
当
然
の
法
理
L

が
適
用
さ
れ
討
に

も
か
か
わ
ら
ず
1
1
1
実
務
上
、
一
般
行
政
職
に
国
籍
要
件
を
-
課
し
て
い
な
い
自
治
体
も
あ
れ
ば
、
技
術
職
か
ら
も
外
国
人
を
排
斥
し
て
い
る

7

自

治

体

も

あ

り

、

そ

の

扱

い

は

非

常

に

多

様

の

よ

う

で

伝

針

。

加

で
は
、
こ
の
よ
う
な
「
当
然
の
法
理
L

の
適
用
の
差
異
は
理
論
的
に
は
ど
の
よ
う
に
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
九
八
引

六
年
六
月
二
四
日
に
自
治
省
が
保
健
婦
、
助
産
婦
、
看
護
婦
の
国
籍
要
件
に
つ
い
て
通
知
を
出
し
、
そ
れ
ら
に
採
用
さ
れ
た
職
員
は
「
公
権
十

力
の
行
使
又
は
公
の
意
思
の
形
成
へ
の
参
画
L

に
該
当
す
る
職
位
に
つ
く
「
蓋
然
性
L

が
低
い
こ
と
が
一
般
的
で
あ
る
、
と
い
う
理
由
か
ら
、
制

そ
の
採
用
に
あ
た
り
一
律
に
国
籍
要
件
を
設
け
る
こ
と
は
適
当
で
は
な
い
と
考
え
る
旨
の
見
解
が
示
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
札
幌
市
で
は
、
山
山



説

「
当
然
の
法
理
」
を
適
用
し
て
、
現
業
職
員
や
医
療
職
を
含
め
て
一
律
に
外
国
人
が
公
務
員
と
な
る
こ
と
を
承
認
し
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、

現
業
職
員
で
も
入
っ
て
か
ら
試
験
を
受
け
れ
ば
事
務
職
員
あ
る
い
は
技
術
職
員
に
な
る
道
が
あ
る
か
ら
、
将
来
公
権
力
の
行
使
又
は
公
の
意

論

思
の
形
成
へ
の
参
画
に
携
わ
る
可
能
性
が
あ
り
、
従
っ
て
、
一
律
(
た
と
え
学
校
の
用
務
員
で
あ
っ
て
も
)
外
国
人
を
採
用
し
な
い
、
と
い

う
論
理
に
基
づ
く
も
の
の
よ
う
で
あ
的
。
こ
の
札
幌
市
の
取
扱
と
自
治
省
の
見
解
と
の
落
差
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
「
当
然
の
法
理
」
を

用
い
て
外
国
人
を
排
除
す
る
際
の
具
体
的
な
基
準
(
こ
れ
は
、
外
国
人
を
公
務
員
か
ら
排
除
す
る
こ
と
を
合
理
化
す
る
論
理
と
同
義
で
あ
る

を
ど
の
よ
う
に
設
定
す
る
か
に
よ
っ
て
ま
っ
た
く
異
な
る
結
論
が
導
き
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

と
い
っ
て
よ
い
)

こ
の
よ
う
に
、
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
寸
当
然
の
法
理
」
の
適
用
状
況
を
見
て
く
る
と
、
「
当
然
の
法
理
」
に
は
、
次
の
二
つ
の
問
題
が

そ
れ
が
判
別
基
準
と
し
て
用
を
な
す
と
い
え
る
か
否
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
基
準
に
は
限
界
事
例

し
か
し
、
各
地
方
公
共
団
体
の
例
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
あ
ま
り
多
く
の
限
界
事
例
を
発
生
さ
せ
る
基
準
は

基
準
と
し
て
用
を
な
さ
な
い
の
で
あ
る
。
第
二
の
問
題
点
は
、
外
国
人
排
除
の
基
準
が
は
っ
き
り
し
な
い
た
め
に
、
な
ぜ
そ
の
基
準
が
合
理

あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

ひ
と
つ
は
、

は
っ
き
も
の
で
は
あ
る
が
、

的
と
い
え
る
か
に
つ
い
て
の
見
解
が
分
か
れ
て
く
る
、

に
現
わ
れ
て
い
る
。

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
札
幌
市
と
自
治
省
見
解
の
相
違
に
お
い
て
顕
著

つ
ま
り
、
こ
の
合
理
性
の
設
定
の
仕
方
に
よ
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
「
当
然
の
法
理
L

は
外
国
人
を
す
べ
て
の
公
務
か

ら
全
面
的
に
排
除
す
る
論
理
と
化
す
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
留
意
す
べ
き
は
、
実
務
は
「
当
然
の
法
理
」
の
内
容
に
次
の
三
段
階
、

す
な
わ
ち
、
①
憲
法
上
そ
の
修
正
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
部

分
、
②
立
法
部
の
裁
量
に
よ
る
「
当
然
の
法
理
L

の
寸
解
除
」
可
能
な
部
分
、
及
び
③
「
当
然
の
法
理
L

そ
の
も
の
の
適
用
外
の
部
分
、
に

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
学
説
の
多
く
は
、
外
国
人
の
公
務
就
任
能
力
を
否
定
す
る
こ
と
が
合

そ
の
よ
う
な
職
で
あ
っ
て
も
、
立
法
部
の
裁
量
に
よ
り
、
外
国
人
に
公
務
就
任
能
力

区
分
で
き
る
と
考
え
て
い
る
、

理
的
と
認
め
ら
れ
る
範
囲
を
①
に
限
定
し
、
さ
ら
に
、

を
認
め
て
よ
い
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
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第

一

章

注

(
1
)
特
に
岡
崎
勝
彦
寸
外
国
人
の
法
的
地
位
に
関
す
る
一
考
察
|
|
国
公
立
大
学
教
員
任
用
問
題
に
即
し
て
|
|
」
司
法
政
論
集
(
名
大
)
』
七
五

号
一
七
九
頁
以
下
(
一
九
七
八
)
が
詳
細
で
あ
る
。

(
2
)
戦
前
の
官
吏
概
念
に
つ
い
て
は
、
美
濃
部
達
吉
『
日
本
行
政
法
上
巻
』
四
二
二
頁
以
下
(
一
九
一
三
)
参
照
。
そ
の
他
、
戦
前
の
公
務
員
制
度

に
つ
い
て
は
、
佐
藤
功
H
鶴
海
良
一
郎
守
公
務
員
法
』
二
一

O

一
頁
(
一
九
五
四
)
、
佐
藤
英
善
H
早
川
征
一
郎
H
内
山
昂
『
公
務
員
の
制
度
と
賃

金
』
五
三
頁
以
下
(
一
九
八
四
・
晴
山
一
穂
執
筆
)
等
参
照
。

(
3
)
佐
藤
達
夫
『
国
家
公
務
員
制
度
』
三
頁
(
一
九
八
六
)
等
参
照
。

(
4
)
岡
崎
・
前
掲
注

(
1
)

一
九
五
頁
等
参
照
。

(
5
)
伊
藤
博
文
『
憲
法
義
解
』
明
治
憲
法
一
九
条
の
解
説
参
照
。
な
お
、
明
治
憲
法
下
で
の
外
国
人
の
公
務
就
任
能
力
に
関
す
る
議
論
(
特
に
明
治

憲
法
制
定
時
に
お
け
る
そ
れ
)
に
つ
い
て
は
菊
井
康
朗
「
外
国
人
の
公
務
員
就
任
能
力
(
そ
の
二

j
(
そ
の
十
四
)
」
『
自
治
研
究
』
五

O
巻
四
号

四
一
頁
以
下
、
五

O
巻
五
号
一
一
六
頁
以
下
、
六
号
一
四
七
頁
以
下
、
七
号
七
二
貝
以
下
、
八
号
八

O
頁
以
下
、
一

O
号
一
一
八
頁
以
下
、
一
一

号一

O
三
頁
以
下
、
一
二
号
九
一
頁
以
下
、
五
一
巻
一
号
五
六
頁
以
下
、
二
号
四
八
頁
以
下
、
三
号
八
一
頁
以
下
、
五
号
五
二
頁
以
下
、
八
号
四

七
頁
以
下
、
一
一
号
八
五
頁
以
下
が
き
わ
め
て
詳
細
な
分
析
を
行
っ
て
お
り
、
参
考
に
な
る
。

(
6
)
佐
藤
H
鶴
海
・
前
掲
注

(
2
)
八
二
頁
。

(
7
)
岡
崎
・
前
掲
注

(
1
)

一
八
七
頁
、
大
沼
保
昭
H
徐
龍
達
編
『
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
と
人
権
』
一
八
一
ー
ー
二
頁
(
一
九
八
六
)
等
参
照
。

(8)
こ
れ
は
昭
三

0
・
二
・
七
、
人
事
院
大
阪
地
方
事
務
所
長
の
照
会
に
対
す
る
昭
和
三

0
・
三
・
一
八
、
一
二
二
二
六
、
事
務
総
長
回
答
の
別

紙
と
し
て
添
付
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
前
田
正
道
編
『
法
制
意
見
百
選
』
三
六
七
!
九
頁
ご
九
八
六
)
に
掲
載

さ
れ
て
い
る
。

(
9
)
昭
二
八
・
コ
了
三
五
法
制
局
一
発
第
二
九
号
内
閣
総
理
大
臣
官
房
総
務
課
長
栗
山
廉
平
あ
て
、
法
制
局
第
一
部
長
高
辻
正
巳
回
答
。

(
叩
)
昭
二
八
・
六
・
一
七
亜
二
合
第
二
二
九
一
号
外
務
事
務
次
官
か
ら
の
照
会
に
対
す
る
昭
二
八
六
・
二
九
二
一
三
二
三
、
事
務
総
長

回
答
。

(
日
)
昭
二
五
・
九
・
六
法
審
回
発
第
七
六
号
人
事
院
事
務
総
長
回
答
。

(
ロ
)
例
え
ば
、
社
会
教
育
委
員
に
外
国
人
を
「
委
嘱
L

す
る
こ
と
は
不
適
当
と
す
る
行
政
実
例
(
行
実
昭
四
四
・
六
・
二
ハ

いわゆる外国人教員任用法と「当然の法理」

公
務
員
一
課
決
定
)

北法40(5-6・1.397)1539 



説

が
あ
る
。
鹿
児
島
・
前
掲
書
は
じ
め
に
注

(
1
)

一
七

O
頁
参
照
。

(
日
)
前
回
編
・
前
掲
書
注

(
8
)
三
七

O
頁
(
君
島
護
男
執
筆
)
参
照
。

(
M
)
衆
議
院
議
員
上
田
卓
三
君
提
出
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
の
地
方
公
務
員
任
用
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書
(
昭
五
四
・
四
・
二
ニ

質
第
二
ニ
号
)
。

(
日
)
昭
二
九
・
一

0
・
二
九
法
制
局
一
発
第
五
一
号
。

(
凶
)
昭
三
二
・
一

0
・
一
四
管
法
|
一
一

O
四。

(
げ
)
岡
崎
・
前
掲
注

(
1
)

一
九
二
頁
。
『
昭
三
八
年
版
任
免
関
係
法
令
集
』
一
七
五
頁
を
引
用
す
る
。

(
問
)
昭
三
五
・
一
・
一
九
任
企
|
二
四
任
用
局
長
。

(
凹
)
ア
セ
チ
レ
ン
溶
接
に
よ
る
船
舶
器
械
等
の
修
理
業
務
に
携
わ
る
技
工
へ
の
任
用
を
可
と
す
る
と
と
も
に
、
行
(
二
)
一
等
級
に
昇
格
さ
せ
課
長

等
の
職
名
を
与
え
得
る
か
は
当
該
官
職
の
職
務
内
容
を
具
体
的
に
検
討
し
た
う
え
で
判
断
せ
よ
と
す
る
。
昭
三
六
・
九
・
六
任
企
六

O
O
企

画
課
長
。

(
却
)
岡
崎
・
前
掲
注

(
1
)

一
九
二
頁
。

(
幻
)
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
、
岡
崎
・
向
上
一
九

O
頁
以
下
参
照
。

(
泣
)
昭
四
八
・
五
・
二
八
自
治
公
一
第
二
八
号
大
阪
府
総
務
部
長
宛
の
回
答
。

(
お
)
臼
治
研
さ
っ
ぽ
ろ
『
内
な
る
国
際
化
を
求
め
て
』
八
九
頁
資
料
4
(
一
九
八
七
)
。

【
資
料
4
】
地
方
公
務
員
へ
の
任
用
実
態

日
刊
紙
の
『
統
一
日
報
』
は
、
一
九
八
六
年
三
月
、
臼
本
の
自
治
体
に
よ
る
定
住
外
国
人
採
用
の
実
態
調
査
を
行
っ
た
。
貴
重
な
資
料
な
の

で
、
同
紙
の
了
解
を
え
て
こ
こ
に
紹
介
す
る
。

「
統
一
日
報
』
(
一
九
八
六
年
四
月
十
六
日
付
)
に
よ
れ
ば
、
韓
国
・
朝
鮮
人
が
一
万
人
以
上
居
住
す
る
東
京
、
神
奈
川
、
千
葉
、
埼
玉
、
愛
知
、

岐
阜
、
大
阪
、
京
都
、
兵
庫
、
広
島
、
山
口
、
福
岡
の
一
一
一
都
府
県
と
、
北
海
道
の
計
一
三
都
道
府
県
の
県
庁
と
全
市
計
三
二
八
自
治
体
を
対
象

に
(
韓
国
・
朝
鮮
人
全
人
口
の
八
四
・
八
%
)
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
行
な
っ
た
結
果
、
二
七
五
自
治
体
か
ら
回
答
が
よ
せ
ら
れ
た
(
回
収
率
八

三
・
八
%
)
。

調
査
結
果
に
よ
る
と
、
回
答
し
た
四
割
の
自
治
体
が
一
般
行
政
職
に
つ
い
て
も
定
住
外
国
人
に
門
戸
を
開
放
し
て
い
る
一
方
、
寸
当
然
の
法
理
」
に

論

内
閣
衆

北法40(5-6・1.398)1540 



特三
徴さ・
的ら八
でに%
あ 国主
る儲 ー
。澗八
事条)
務項 t
.のみ

面白壁
技自 3
術治空
系体え

玉号密
三貴ほ
%採か

ぎ雲号
m:;績厳出
労 I~ し亭〈表〉公務員への外国人採用の実数(集計)

務-~ ，~r~ .. 

系い f入国
一て況
士 ・み に朝

%れあ宇
な同き a
ど医 τ現
と庭乙状

常設2品
l 例 か F
の系ヲ(
はの匂宇土
ミ四 会
見ー評
ょ 論(東北11.242人、北海道7.235人、四国4.825人・・いずれも採用ゼロ
きこ さ注:本表は r統一日報』の調査を集計して作成した

る%
国の
籍ほ
条 か
項は

がす
実べ
在て
す極
る端
のに
で低
はい
な の
しミカヨ

いわゆる外国人教員任用法と「当然の法理」

国籍条項

匿翠認なし

仁三コあり
rIA無回答・定めてない

採用実験

匿翠璽あり

〈図〉国籍条項有無と採用比率

1986年 3月調査

地域
韓国・朝鮮人

事務系 一般技術系 医療技術系 技能労務系 計
居住人口

近畿 338.592ω 18ω 21ω 95ω 22ω 156ω 

関東 146.414 1 1 70 16+数人 88+数人

中部 96.311 1 1 26 5 33 

中国 44.752 。 。 11 2 13 

九州 37.764 。 。 11 。 11 

解
さ
れ
る
は
ず
も
な
い
技
能
・
労
務

職
で
も
三
割
ほ
ど
が
締
め
出
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

ま
ず
、
国
籍
条
項
の
有
無
に
つ
い

て
、
事
務
・
一
般
系
で
「
あ
り
」
が
五

九
・
六
%
、
「
な
し
」
が
四

0
・
四
%

(
一
一
一
)
で
、
医
療
技
術
系
で
は
五

五
・
六
%
(
一
五
三
)
、
技
能
・
労
務

系
で
は
七

0
・
五
%
(
一
九
四
)
で

あ
っ
た
二
般
行
政
職
の
門
戸
開
放

率
が
高
い
の
は
、
大
阪
府
下
で
二
六

市
す
べ
て
が

O
K
の
回
答
、
兵
庫
県

で
は
神
戸
市
を
除
い
て
一
二
市
が

開
放
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
各
種

団
体
に
よ
る
人
権
擁
護
運
動
の
結

果
、
獲
ち
取
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ

と
は
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

次
に
、
医
療
技
術
系
で
は
三

0
・

六
%
の
自
治
体
(
八
四
)
が
国
籍
条

項
を
設
け
て
お
り
、
無
回
答
の
一

北法40(5-6・1.399)1541 



か
と
み
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
国
籍
条
項
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
だ
が
採
用
し
な
い
」
と
正
直
に
回
答
し
た
山
口
県
萩
市
の
事
例
も
あ
る
。

以
上
、
「
当
然
の
法
理
」
の
範
囲
に
入
る
職
種
に
つ
い
て
も
、
各
地
方
自
治
体
の
判
断
が
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
は
、
当
然
で

な
い
法
理
を
無
理
に
「
当
然
」
な
ら
し
め
よ
う
と
す
る
日
本
政
府
の
行
政
の
矛
盾
が
露
呈
し
て
い
る
も
の
だ
と
い
え
よ
う
。

出
典
「
韓
国
・
朝
鮮
人
の
現
状
と
将
来
」
(
社
会
評
論
社
)

(
M
)
政
令
指
定
都
市
の
職
員
採
用
に
お
け
る
国
籍
要
件
に
つ
い
て
は
、
内
な
る
国
際
化
を
求
め
て
・
八
八
頁
資
料
3
0

【
資
料
3
】

政
令
都
市
の
職
員
採
用
に
お
け
る
国
籍
の
取
扱
い
状
況

川
崎
市
役
所
職
員
労
働
組
合
作
成
|
ムす》

}
仲

γ要を籍国本円
凶×

む含を
。の

い
も

な
る

し

す

シ
」
と

件
件

要
要

を
を

籍
籍

国
国

本

本
日
日

O
A
 

説論

民
人事委 員会 任命権者

一一消薬獣保栄検臨床査 学 そ医技能
般般 校 の療
事技防剤医 養 栄

{也技側 務職業務術 技師 養
職職土師 師 母 土 職 の職

札幌市 X X X × X X × × × × X 

横浜市 X X × O O O O O O ム O 

名古屋市 × × X × × O × O × O O 

尽都市 × × × O 。O O O O O O 

大阪市 × × × O O O O O O O ム

神戸市 × × × O O O O O O O O 

広島市 × X × × X × × × × A O 

福岡市 × X X X × X × X × X X 

北九州市 × × × X × O × × X ム O 

川崎市
× × × × X 0101010 O O 

(62年度実施試験から)

北法40(5ーか I・400)1542



いわゆる外国人教員任用法と「当然の法理」

(
お
)
昭
六
一
・
六
・
二
四
自
治
二
公
第
三
三
号
。

(
加
)
自
治
研
さ
っ
ぽ
ろ
・
前
掲
書
注
(
幻
)
八

O
頁
、
八
七
頁
等
参
照
。

(
幻
)
外
国
人
を
採
用
し
た
例
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
自
治
研
さ
っ
ぽ
ろ
・
前
掲
書
注
(
お
)
八
八
頁
参
照
。
な

お
、
北
海
道
新
聞
一
九
九

O
年
五
月
一
日
朝
刊
札
幌
版
に
よ
る
と
、
札
幌
市
で
は
一
九
八
九
年
度
か
ら
学
校
調
理
員
、
用
務
員
、
土
木
作
業
員
、

清
掃
作
業
員
に
対
し
て
な
さ
れ
た
国
籍
条
項
廃
止
を
一
九
九

0
年
度
よ
り
専
門
職
の
看
護
婦
・
保
健
婦
に
拡
大
し
た
。

(
羽
)
同
右
八

O
l
一
頁
、
八
六
頁
参
照
。

(
却
)
白
治
省
は
昇
進
に
よ
り
将
来
公
権
力
の
行
使
等
に
携
わ
る
寸
蓋
然
性
」
を
外
国
人
排
除
の
論
拠
と
し
、
札
幌
市
は
そ
の
寸
可
能
性
」
を
論
拠
と

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

(
初
)
こ
の
こ
と
と
の
関
係
で
は
、
外
国
人
教
員
任
用
法
制
定
後
に
出
さ
れ
た
文
部
次
官
通
知
(
昭
五
七
・
六
・
四
文
人
審
第
一
二
八
号
)
が
、
小

中
高
等
学
校
の
教
諭
等
に
つ
い
て
「
当
然
の
法
理
」
の
適
用
が
あ
る
旨
の
判
断
を
示
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
一
九
八
三
年
の
内
閣
の
答
弁
書
で

は
、
こ
れ
が
「
教
諭
L

と
な
っ
て
お
り
、
微
妙
な
食
い
違
い
を
見
せ
て
い
る
(
田
中
宏
寸
外
国
人
の
教
育
公
務
員
資
格
、
そ
の
問
題
と
背
景
ー
ー

梁
弘
子
事
件
を
手
が
か
り
に
」
司
法
律
時
報
』
五
七
巻
五
号
三
八
頁
)
こ
と
も
想
起
さ
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

(
紅
)
前
田
編
・
前
掲
書
注

(
8
)
一
二
七
一
頁
(
君
島
護
男
執
筆
)
参
照
。

(
担
)
こ
の
点
を
明
言
す
る
学
説
は
な
い
が
、
中
村
睦
男
寸
基
本
的
人
権
の
観
念
と
そ
の
主
体
」
『
法
学
教
室
』
八
三
号
四

O
頁
(
一
九
八
七
)
は
そ
の

趣
旨
か
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
伊
藤
博
文
が
憲
法
義
解
に
お
い
て
、
明
治
憲
法
一
九
条
の
解
釈
と
し
て
、
特
別
の
規
定
を
設
け
れ
ば
外
国
人
を
公

務
員
に
就
宮
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
、
そ
の
よ
う
な
特
別
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
が
憲
法
上
禁
止
さ
れ
て
い
る
職
が
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て

触
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
こ
と
が
、
こ
こ
で
は
想
起
さ
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

第
二
章

「
当
然
の
法
理
L

と
外
国
人
教
員
任
用
法

本
章
で
は
「
当
然
の
法
理
L

と
外
国
人
教
員
任
用
法
及
び
そ
の
制
定
過
程
で
の
議
論
と
の
関
係
を
分
析
す
る
。

と
こ
ろ
で
、
先
に
も
述
べ

た
よ
う
に
、
外
国
人
教
員
任
用
法
制
定
過
程
の
議
論
に
よ
り
、
寸
当
然
の
法
理
」
を
め
ぐ
る
政
府
見
解
の
全
体
像
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
き
た

北法40(5-6・1'401)1543 



説

の
で
あ
る
が
、
外
国
人
教
員
任
用
法
に
先
立
ち
、
外
国
人
教
員
任
用
と
の
関
係
に
お
い
て
も
若
干
の
行
政
実
例
が
存
在
す
る
の
で
、

れ
ら
に
時
系
列
的
に
言
及
し
た
後
、
外
国
人
教
員
任
用
法
制
定
過
程
に
お
け
る
議
論
を
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。

ま
ず
そ

~^ 
員両

(
1
)
 

外
国
人
教
員
任
用
法
制
定
前
に
お
け
る
実
務
の
動
向

「
当
然
の
法
理
L

を
提
示
し
た
一
九
五
三
年
三
月
二
五
日
の
法
制
局
見
解
及
び
同
年
六
月
二
九
日
の
人
事
院
事
務
総
長
見
解
に
続
き
、
比

較
的
初
期
の
段
階
で
、
外
国
人
教
員
任
用
に
関
す
る
行
政
実
例
が
登
場
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
一
九
五
四
年
一

O
月
二
九
日
に
、
神
戸
医

科
大
学
助
教
授
に
外
国
人
を
任
用
す
る
こ
と
が
許
容
さ
れ
る
か
否
か
に
つ
き
、
法
制
局
は
、
公
立
大
学
助
教
授
の
地
位
そ
れ
自
体
と
し
て
は

公
権
力
行
使
等
を
職
務
内
容
と
す
る
も
の
で
は
な
い
、
と
し
て
、
許
容
さ
れ
る
と
い
う
判
断
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
教
授
会
に

参
加
し
な
い
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
に
留
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
公
立
大
学
助
教
授
へ
の
任
用
そ
れ
自
体
は
「
当
然
の
法
理
」

に
抵
触
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
判
断
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
明
治
時
代
の
官
僚
観
を
前
提
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
た

「
当
然
の
法
理
L

で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
時
代
に
お
い
て
は
そ
れ
が
比
較
的
柔
軟
な
形
で
、
こ
と
大
学
教
員
と
の
関
係
で
適
用

さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
「
当
然
の
法
理
」
の
一
般
論
の
レ
ベ
ル
で
の
性
質
と
そ
の
適
用
の
あ
り
方
と
の
関
係
と
い
う
点
か
ら
は
、
興
味
深
い
も

の
が
あ
る
。

一
九
五
九
年
に
、
寸
外
国
人
を
公
務
員
に
任
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
」
と
い
う
見
解
が
出
さ
れ
、
外
国
人
教
員
任
用
に
関
し
て

は
勤
務
の
契
約
に
よ
る
制
度
を
優
先
し
、
そ
の
制
度
に
よ
る
こ
と
が
不
可
能
な
特
殊
か
つ
異
例
の
性
質
の
も
の
に
限
り
任
用
で
き
る
、
と
い

う
考
え
方
が
提
示
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
勤
務
の
契
約
と
の
関
係
で
任
用
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
と
は
い
か
な
る
場
合
か
、
を
示
し
た
も

と
こ
ろ
が
、

の
で
あ
り
、
「
当
然
の
法
理
」
と
は
直
接
的
な
関
係
は
必
ず
し
も
あ
る
わ
り
で
は
な
い
が
、
任
用
に
よ
る
外
国
人
教
員
の
寸
採
用
」
が
例
外
的
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な
も
の
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
が
明
言
さ
れ
た
と
い
う
意
義
を
有
し
て
い
る
。
「
当
然
の
法
理
」
と
外
国
人
教
員
の
任
用
と
の
関
係
に
つ
い
て
の

実
務
の
見
解
の
典
監
は
一
九
七
一
年
の
週
刊
文
教
ニ
ュ
ー
ス
に
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
寸
外
国
人
に
大
学
を
代
表
し
、
あ
る
い
は

大
学
の
意
思
形
成
に
参
加
し
、
管
理
局
責
任
を
有
す
る
地
位
を
取
得
せ
し
め
る
こ
と
は
認
め
が
た
い
し
と
し
て
、
助
手
ま
で
で
あ
れ
ば
外
国

(
た
だ
し
教
授
会
へ
の
参
加
は
で
き
な
い
と
い
う
前
提
)

と
さ
れ
て
い
る
。

人
を
任
用
す
る
こ
と
は
で
き
る

外
国
人
の
任
用
に
関
す
る
実
務
上
の
処
理
は
最
後
の
見
解
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
り
、

そ
の
結
果
、
大
学
教
員
の
任
用
に
つ
い
て
は
、
文
部

省
は
、
各
大
学
の
事
務
当
局
に
対
す
る
「
行
政
指
導
」
を
通
じ
て
、
「
当
然
の
法
理
」
に
抵
触
し
な
い
限
り
に
お
い
て
、
若
干
の
例
外
を
除
い

て
は
助
手
の
「
採
用
」
の
み
を
認
容
す
る
と
い
う
状
況
が
、
外
国
人
教
員
任
用
法
が
成
立
す
る
ま
で
続
い
た
の
で
あ
る
。

(
2
)
 

外
国
人
教
員
任
用
法
制
定
過
程
に
お
け
る
議
論
と
「
当
然
の
法
理
」

いわゆる外国人教員任用法と「当然の法理」

で
は
、
外
国
人
教
員
任
用
法
制
定
過
程
に
お
け
る
議
論
で
は
、
「
当
然
の
法
理
L

と
外
国
人
教
員
任
用
と
の
関
係
は
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ

て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
外
国
人
教
員
の
任
用
と
「
当
然
の
法
理
L

と
の
関
係
に
つ
い
て
政
府
側
が
示
し
た
も
っ
と
も
初
期
の
見
解
と
し
て

は
、
一
九
七
八
年
三
月
二

O
日
に
な
さ
れ
た
秦
野
章
参
議
院
議
員
の
質
問
に
対
す
る
真
田
秀
夫
内
閣
法
制
局
長
官
の
答
弁
が
挙
げ
ら
れ
て
い

る
。
こ
の
答
弁
で
は
、
外
国
人
教
員
が
教
育
と
研
究
に
専
念
す
る
の
み
で
あ
れ
ば
、
「
法
律
の
改
正
で
L

そ
の
任
用
を
認
め
る
こ
と
が
可
能
で

あ
る
と
の
考
え
方
が
示
さ
れ
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
教
授
会
へ
の
参
加
は
認
め
ら
れ
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
真
団
法
制
局
長
官
は
そ

の
根
拠
と
し
て
、
「
教
授
会
は
い
ろ
い
ろ
大
学
の
人
事
だ
と
か
運
営
を
決
定
す
る
、
審
査
す
る
、
い
ろ
ん
な
権
限
が
与
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
の

(
中
略
)
国
家
意
思
の
形
成
に
は
関
与
し
て
い
た
だ
く
わ
け
に
は
い
か
な
い
ん
だ
と
い
う
考
え
方
と
を
ど
う
マ
ッ
チ
す
る

で
、
そ
の
こ
と
と
、

か
、
調
整
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
帰
す
る
わ
け
な
ん
で
す
ね
。
そ
の
方
法
と
し
ま
し
て
は
、
教
授
会
の
権
能
か
ら
そ
う
い
う
人
事
と
か
大
学
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説

の
運
営
な
ん
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
取
り
去
っ
ち
ゃ
っ
て
も
っ
ぱ
ら
教
育
の
あ
り
方
に
つ
い
て
だ
け
仕
事
を
し
て
い
た
だ
く
と
い
う
よ
う
な

三a、
民間

こ
と
も
ひ
と
つ
の
方
法
と
し
て
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
こ
れ
は
ま
た
大
学
の
自
治
と
い
う
大
変
重
要
な
問
題
に
関
連
い
た
し
ま
す
の
で
、
と
て

も
い
ろ
い
ろ
な
難
し
い
問
題
が
で
て
く
る
の
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
。
そ
こ
で
、
そ
う
い
う
手
荒
な
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
そ
れ
で
は

外
国
人
で
あ
る
教
授
の
方
は
国
家
意
思
の
形
成
に
関
与
す
る
と
い
う
よ
う
な
そ
う
い
う
こ
と
だ
け
を
遠
慮
し
て
い
た
だ
く
、

そ
し
て
教
育
な

り
研
究
な
り
そ
う
い
う
こ
と
に
専
念
し
て
い
た
だ
く
」
と
い
う
、
一
部
極
論
と
も
思
わ
れ
る
見
解
を
展
開
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
政
府
見
解
が
示
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
年
四
月
六
日
に
新
聞
報
道
さ
れ
た
案
で
は
、
教
育
委
員
会
の
教
育
長
以
外
の

教
育
公
務
員
に
外
国
人
が
任
用
さ
れ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
特
色
で
あ
る
。
そ
の
後
、
参
議
院
法
制
局
は
い
く
つ
か
の
法
案
を

秦
野
議
員
に
交
付
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
う
ち
、
同
年
四
月
二
二
日
に
法
案
交
付
さ
れ
た
案
で
は
、
外
国
人
の
教
授
会
参
加
を
認
め
た
も
の

の
、
人
事
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
の
教
授
会
議
決
権
を
制
限
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
翌
年
五
月
一
二
日
に
法
案
交
付
さ
れ

た
案
に
お
い
て
は
、
人
事
議
決
権
や
管
理
職
就
任
権
を
制
限
す
る
と
と
と
も
に
、
管
理
職
制
限
の
例
外
を
設
け
、
「
教
育
又
は
研
究
の
た
め
特

に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
L

場
合
に
は
大
学
の
管
理
運
営
に
関
す
る
事
項
を
つ
か
さ
ど
る
職
に
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
、

と
し
て
管
理
職
へ

の
外
国
人
任
用
の
道
を
聞
い
て
い
る
。
同
年
六
月
五
日
に
法
案
交
付
さ
れ
た
案
も
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
様
の
内
容
を
持
つ
も
の
で
あ
る
が
、
管
理

職
任
用
条
項
は
削
除
し
て
い
る
。
そ
の
後
一
九
八
二
年
二
月
二
日
に
法
案
交
付
さ
れ
た
案
で
は
、
教
授
会
で
の
議
決
権
に
関
す
る
制
限
は
付

さ
れ
ず
、
管
理
職
就
任
の
み
が
制
限
さ
れ
て
い
る
。
他
方
、
政
府
側
で
も
外
国
人
教
員
任
用
に
つ
き
い
く
つ
か
の
案
を
作
成
し
た
よ
う
で
あ

り
、
一
九
七
八
年
九
月
に
成
案
を
見
た
と
さ
れ
る
法
案
で
は
教
育
公
務
員
特
例
法
(
以
下
教
特
法
と
略
)
に
定
め
る
人
事
議
決
権
を
制
限
し

て
い
る
が
、
こ
れ
が
一
九
七
九
年
三
月
に
成
案
し
た
と
さ
れ
る
法
案
で
は
さ
ら
に
拡
張
さ
れ
、
教
特
法
に
定
め
る
人
事
議
決
権
制
限
及
び
管

理
職
就
任
権
を
制
限
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
各
法
案
で
設
定
さ
れ
て
い
る
制
限
条
項
の
内
容
に
は
相
当
の
差
異
が
認
め
ら
れ
る
わ
け
で

あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
違
い
は
、
「
当
然
の
法
理
」
と
外
国
人
教
員
任
用
法
と
の
調
和
点
を
ど
こ
に
求
め
る
か
に
関
す
る
見
解
の
相
違
と
考
え
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て
も
よ
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
問
題
は
、
理
論
的
な
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
外
国
人
の
教
員
任
用
に
関
す
る
特
別
の
立
法

一
九
七
九
年
四
月
二
五
日
の
衆
議
院
文
教
委
員
会
で
佐
野
文
一
郎
文
部
省
大
学
局
長
は
、

国
会
で
の
政
府
提
案
を
見
送
っ
た
理
由
と
し
て
、
「
(
外
国
人
教
員
に
対
す
る
)
権
利
の
制
限
と
い
う
も
の
を
余
り
激
し
く
考
え
ま
す
と
、
現

在
で
も
既
に
(
中
略
)
外
国
人
教
師
の
制
度
と
い
う
も
の
が
別
途
ご
ざ
い
ま
し
て
、
(
中
略
)
そ
れ
と
ど
こ
が
違
う
の
か
と
い
う
議
論
に
な
り

そ
れ
と
併
存
し
て
さ
ら
に
正
規
の
教
授
、

を
す
る
実
益
と
も
関
係
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。

ま
す
。
し
た
が
っ
て
、

そ
う
い
う
外
国
人
教
師
の
現
在
の
制
度
と
い
う
も
の
を
前
提
に
し
な
が
ら
、

いわゆる外国人教員任用法と「当然の法理」

そ
の
教
授
、
助
教
授
の
権
利
制
限
の
態
様
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
議
論
を
詰
め
て
、
な

か
な
か
成
案
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
の
が
現
在
の
状
況
L

で
あ
っ
た
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
権
利
制
限
の
態
様
の
中

で
は
「
特
に
管
理
職
の
問
題
を
ど
う
す
る
か
」
が
問
題
と
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
変
遷
を
経
て
現
行
法
の
案
が
作
成
さ
れ
、
議
員
立
法
と
い
う
形
態
が
採
用
さ
れ
て
可
決
・
成
立
し
た
。
こ
こ
で
は
、
教
授

会
で
の
議
決
権
に
つ
い
て
の
制
限
は
付
さ
れ
て
い
な
い
が
、
本
法
で
は
教
員
に
つ
い
て
の
み
外
国
人
を
任
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
お

り
、
学
長
・
部
局
長
等
の
い
わ
ゆ
る
管
理
職
へ
の
任
用
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
外
国
人
教
員
任
用
法
に
つ
い
て
は
い
く
つ
か
の
論
点

助
教
授
に
任
用
で
き
る
道
を
開
く
と
い
う
場
合
の
、

が
あ
る
わ
け
で
あ
る
が
、

そ
れ
ら
の
う
ち
、
第
一
に
、
外
国
人
教
員
任
用
法
自
体
と
「
当
然
の
法
理
」
と
の
関
係
を
立
法
関
係
者
は
ど
の
よ

う
に
考
え
て
い
た
の
か
が
問
題
と
な
ろ
う
。
こ
の
外
国
人
教
員
任
用
法
が
「
当
然
の
法
理
L

の
存
在
を
前
提
と
し
て

(
す
な
わ
ち
大
学
教
員

に
「
当
然
の
法
理
」
の
適
用
が
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
)
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、

そ
の
名
称
が
特
別
措
置
法
で
あ
る
こ
と
の

ほ
か
に
、
明
文
で
は
な
ん
ら
規
定
の
な
い
管
理
職
就
任
が
外
国
人
に
対
し
て
は
制
限
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
当
然
の
前
提
と
し
て
い
引

こ
と
か
ら
も
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
大
学
教
員
に
「
当
然
の
法
理
L

の
適
用
が
あ
る
と
考
え
る
根
拠
と
し
て
立
法
過
程
で
提
示
さ

れ
て
い
る
議
論
は
従
来
の
行
政
実
例
等
と
同
旨
で
あ
り
、
国
公
立
大
学
の
教
授
等
は
教
授
会
の
構
成
員
と
し
て
教
授
の
人
事
あ
る
い
は
学
生

の
入
退
学
等
の
処
分
あ
る
い
は
大
学
の
運
営
に
関
す
る
重
要
事
項
審
議
に
加
わ
る
こ
と
に
よ
り
公
の
意
思
の
形
成
に
携
わ
る
こ
と
に
な
る
、
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説

と
い
う
こ
と
で
あ
針
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
私
立
で
あ
れ
国
公
立
で
あ
れ
大
学
教
員
の
職
務
の
内
容
・
性
質
に
差
異
が
認
め
ら
れ
な
い
以

上
、
国
公
立
の
大
学
教
員
に
そ
も
そ
も
「
当
然
の
法
理
」
の
適
用
が
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
質
問
な
い
し
批
判
が
出
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
よ
う
な
批
判
に
対
し
て
、
立
法
関
係
者
は
立
法
過
程
の
中
で
ど
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
宮
地
貫
一
文
部
省
大
学
局
長
は
、

設
置
形
態
が
国
立
・
公
立
・
私
立
大
学
の
そ
れ
ぞ
れ
で
異
な
る
こ
と
、
そ
の
設
置
の
根
拠
法
令
も
、
国
立
大
学
設
置
法
・
私
立
大
学
設
置
法

三A、
日間

と
い
っ
た
よ
う
に
異
な
る
こ
と
、
国
立
・
公
立
大
学
は
行
財
政
財
産
と
し
て
管
理
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
を
根
拠
に
、
教
員
が
国
家
公
務
員
で

あ
る
以
上
は
、
国
家
公
務
員
全
体
に
通
じ
て
適
用
さ
れ
る
「
当
然
の
法
理
L

が
「
そ
の
限
り
に
お
い
て
L

適
用
さ
れ
る
、

と
述
べ
て
い
る
。

こ
こ
で
「
そ
の
限
り
に
お
い
て
」
と
は
、
右
の
立
論
の
前
提
と
し
て
、
「
大
学
の
教
授
と
し
て
の
職
務
は
国
立
大
学
の
教
官
で
あ
れ
、
私
立
大

は
た
ま
た
公
立
大
学
の
教
官
で
あ
れ
、
そ
の
こ
と
自
身
は
教
育
基
本
法
な
り
学
校
教
育
法
上
、
行
う
職
務
に
つ
い
て
は

学
の
教
官
で
あ
れ
、

変
わ
り
が
な
い
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
は
設
置
形
態
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
大
学
が
果
た
す
べ
き
使
命

と
し
て
は
、
国
公
私
立
大
学
い
ず
れ
も
そ
の
点
に
関
し
て
い
え
ば
同
じ
で
あ
ろ
う
L

か
ら
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
認
め
て
い
る
た
め
で
あ

る
。
こ
の
説
明
に
は
提
案
者
で
あ
る
石
橋
一
弥
衆
議
院
議
員
も
同
意
し
て
い
る
。
な
お
、
「
当
然
の
法
理
」
の
特
例
を
大
学
教
員
に
つ
い
て
認

め
る
立
法
を
し
た
動
機
は
、
抽
象
的
な
レ
ベ
ル
で
は
、
「
大
学
の
国
際
化
を
図
っ
て
ま
い
り
た
い
と
い
う
観
点
L

に
集
約
で
き
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。で

は
、
外
国
人
教
員
に
教
授
会
で
の
議
決
権
を
承
認
し
た
こ
と
と
「
当
然
の
法
理
」
と
の
関
係
は
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
右
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
松
下
正
美
衆
議
院
法
制
局
第
二
部
長
は
、
特
別
の
合
理
的
理
由
が
あ
る
か
ら
寸
当
然
の
法
理
L

の
特
例

を
設
け
た
も
の
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
。
そ
の
特
別
の
合
理
的
理
由
と
は
、
教
授
会
の
議
決
が
国
家
主
権
の
維
持
に
対
し
て
与
え
る
影
響

は
き
わ
め
て
弱
い
と
い
う
こ
と
と
、
大
学
が
本
質
的
に
国
際
的
性
格
を
持
つ
学
術
の
研
究
、
教
授
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と

に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
外
国
人
教
員
任
用
法
が
「
当
然
の
法
理
」
の
特
別
措
置
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
議
院
法
制
局
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の
み
な
ら
ず
、
政
府
側
も
提
案
者
も
同
意
し
て
お
り
、
外
国
人
教
員
任
用
法
が
一
当
然
の
法
理
L

を
超
え
て
い
な
い
と
い
う
批
判
に
対
し
て

提
案
者
の
ひ
と
り
で
あ
る
石
橋
一
弥
衆
議
院
議
員
は
、
「
当
然
の
法
理
」
に
対
す
る
「
穴
あ
け
」
と
し
て
は
こ
れ
で
限
界
ぎ
り
ぎ
り
で
あ
る
と

答
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
外
国
人
教
員
任
用
法
が
そ
れ
ま
で
出
さ
れ
た
法
案
の
い
く
つ
か
と
は
異
な
り
、
教
授
会
で
の
議
決
権
を
承
認
し
た
こ
と
に
つ

き
、
政
府
側
は
、
「
こ
う
い
う
積
極
的
な
対
応
で
立
法
す
る
こ
と
が
(
中
略
)
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
意
味
が
あ
る
」
と
評
価
し
て
い
る
。
政
府
側

の
こ
の
よ
う
な
評
価
の
根
拠
(
つ
ま
り
外
国
人
教
員
に
議
決
権
を
承
認
し
て
も
よ
い
と
す
る
根
拠
)
は
、
大
学
と
い
う
構
成
体
に
つ
い
て
は

基
本
的
に
は
学
問
の
自
由
等
に
立
脚
し
て
教
授
会
が
管
理
運
営
事
項
に
つ
い
て
審
議
す
る
と
い
う
仕
組
み
に
な
っ
て
お
り
教
育
・
研
究
に
携

いわゆる外国人教員任用法と「当然の法理」

わ
る
教
官
自
ら
が
そ
れ
ら
の
事
項
を
決
す
る
と
い
う
こ
と
が
基
本
的
な
原
則
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
、
お
よ
び
教
授
会
で
の
議
決
権
を
制
限

す
る
と
そ
れ
ま
で
の
外
国
人
教
師
制
度
と
の
実
質
的
な
差
異
が
な
く
な
り
特
別
の
立
法
を
す
る
必
要
性
に
疑
い
が
生
じ
る
、
と
い
う
こ
と
に

あ
る
。
他
方
、
議
院
法
制
局
側
は
、
既
述
の
如
く
、
教
授
会
の
諸
権
限
や
議
決
が
国
家
主
権
の
維
持
に
対
し
て
与
え
る
影
響
が
き
わ
め
て
弱

い
こ
と
お
よ
び
大
学
が
国
際
的
性
格
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
外
国
人
教
員
に
議
決
権
を
承
認
す
る
こ
と
が
合
理
的
で
あ
る
根
拠
を
求
め
て
お

り
、
政
府
側
の
説
明
と
若
干
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
違
い
が
あ
る
こ
と
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

最
後
に
、
法
案
提
出
及
び
制
定
過
程
で
は
管
理
職
へ
の
任
用
を
制
限
し
て
い
る
こ
と
は
「
当
然
の
法
理
L

と
の
関
係
で
ど
の
よ
う
に
説
明

さ
れ
て
い
た
か
が
問
題
と
な
る
。
提
案
者
の
一
人
で
あ
る
石
橋
議
員
の
こ
の
点
に
関
す
る
説
明
は
一
貫
性
を
欠
い
て
い
る
が
、
教
授
会
の
議

決
に
加
わ
る
と
い
う
こ
と
が
「
当
然
の
法
理
」
に
対
す
る
「
穴
あ
け
」
と
し
て
は
限
界
ギ
リ
ギ
リ
の
と
こ
ろ
で
あ
る
と
説
明
し
、
管
理
職
へ

の
任
用
は
も
は
や
立
法
に
よ
っ
て
も
「
当
然
の
法
理
L

と
の
関
係
上
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
発
言
を
し
て
い
封
。
も
っ
と
も
、

こ
の
よ
う
な
発
言
を
し
つ
つ
も
、
石
橋
議
員
は
「
大
学
そ
の
も
の
か
ら
、

ど
う
だ
管
理
職
へ
の
任
用
も
と
い
う
よ
う
な
時
が
参
り
ま
し
た
な

ら
ば
、
こ
れ
は
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
な
、
こ
う
考
え
て
お
り
ま
す
。
L

と
い
う
見
解
も
示
し
て
お
り
、
限
界
、
ぎ
り
ぎ
り
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説

ま
で
穴
を
あ
け
た
と
い
う
こ
と
の
趣
旨
は
必
ず
し
も
明
確
と
は
い
え
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
松
下
衆
議
院
法
制
局
第
二
部
長
は
、
大
学
管

理
職
に
外
国
人
を
任
用
す
る
こ
と
は
立
法
を
も
っ
て
す
れ
ば
理
論
上
可
能
で
あ
る
と
い
う
見
解
を
示
し
て
い
た
。
な
お
、
政
府
側
が
こ
の
点

に
つ
き
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
か
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
に
付
随
す
る
論
点
と
し
て
は
、
管
理
職
制
限
規
定
を
設

定
し
た
具
体
的
理
由
い
か
ん
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
松
下
衆
議
院
法
制
局
第
二
部
長
は
、
「
消
極
面
に
お
き
ま
し
て
は
主
権
の
維
持
へ
の
影
響

の
度
合
い
、
そ
れ
か
ら
積
極
面
に
お
き
ま
し
て
は
こ
れ
ら
の
役
職
に
外
国
人
を
就
任
さ
せ
る
必
要
性
の
度
合
い
」
を
総
合
判
断
し
た
も
の
で

あ
る
と
の
抽
象
論
を
提
示
す
る
も
の
の
、
具
体
的
根
拠
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
石
橋
議
員
は
、
「
た
と
え
ば
教
育
公
務
員
特
例
法
の
中

に
お
い
て
も
、
そ
の
二
つ
の
職
種
(
学
長
及
び
学
部
長
を
指
す
)
に
つ
い
て
は
は
っ
き
り
任
期
等
に
つ
い
て
も
定
め
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
」

と
い
う
特
殊
性
、
及
び
大
学
の
教
員
は
研
究
者
と
い
う
特
別
の
立
場
に
あ
る
か
ら
こ
の
よ
う
な
特
例
を
設
け
て
外
国
人
の
任
用
を
認
め
た
の

で
あ
っ
て
、
管
理
職
に
就
任
す
る
と
実
態
と
し
て
は
管
理
職
そ
の
も
の
に
没
頭
す
る
こ
と
に
な
り
、
特
例
を
設
け
た
趣
旨
に
そ
ぐ
わ
な
い
結

(
出
)

と
い
う
趣
旨
の
説
明
を
し
て
い
る
も
の
の
、
管
理
職
の
有
す
る
権
限
と
関
連
さ
せ
て
そ
の
根
拠
を
示
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

号"'-
日間

果
が
生
ず
る
、

ぃ
。
他
方
、
宮
地
文
部
省
大
学
局
長
は
、
大
学
の
学
長
・
学
部
長
が
公
法
上
の
営
造
物
利
用
関
係
の
管
理
運
営
の
最
高
責
任
者
で
あ
る
こ
と
、

事
務
職
員
と
の
関
係
で
指
揮
監
督
を
行
う
と
い
う
よ
う
な
関
係
に
立
つ
こ
と
、
を
理
由
と
し
て
、
教
育
・
研
究
と
直
接
関
係
の
な
い
分
野
に

お
い
て
公
権
力
を
行
使
す
る
と
い
う
立
場
に
も
立
つ
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
、
管
理
職
か
ら
外
国
人
を
排
除
す
る
こ
と
は
正
当
で
あ
る
と
の

判
断
を
示
し
て
い
る
。
管
理
職
か
ら
外
国
人
を
排
除
す
る
積
極
的
な
根
拠
に
つ
い
て
は
こ
の
よ
う
に
立
法
関
係
者
間
で
も
そ
の
説
明
が
分
か

れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
管
理
職
制
限
を
設
け
た
真
意
は
、
「
管
理
職
に
な
り
ま
す
と
、
こ
れ
ら
の
職
が
公
の
機
関
で
あ
る
大
学
の

管
理
運
営
の
責
任
者
で
あ
り
、
人
事
上
、
会
計
上
も
一
般
行
政
機
関
の
管
理
職
と
同
様
の
職
務
権
限
を
有
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ

か
ら
、
外
国
人
を
こ
れ
ら
の
職
に
つ
き
得
る
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
適
当
で
は
な
い
」
(
石
橋
議
員
に
対
す
る
一
九
八
二
年
八
月
一

O
日
の

参
議
院
文
教
委
員
会
に
お
け
る
杉
山
令
肇
参
議
院
議
員
の
質
問
。
石
橋
議
員
は
こ
れ
を
肯
定
し
て
い
る
。
)
と
い
う
判
断
に
基
づ
く
も
の
で
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あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
管
理
職
へ
の
任
用
を
制
限
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
湯
山
勇
衆
議
院
議
員
は
次
の
よ
う

な
批
判
を
出
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
湯
山
議
員
は
、
「
大
学
と
い
う
の
は
お
お
よ
そ
研
究
、
教
育
に
限
定
さ
れ
て
お
る
の
で
あ
っ
て
、
特
に

公
権
力
の
行
使
、
国
家
意
思
の
形
成
に
大
学
が
強
く
参
画
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
(
中
略
)
(
大
学
の
管
理
職
は
)
他
の
省
庁
の

管
理
職
、
行
政
府
の
管
理
職
と
は
そ
の
政
策
、
立
案
等
に
対
す
る
関
与
の
仕
方
が
う
ん
と
違
っ
て
い
る
。
本
来
の
仕
事
で
あ
る
教
育
、
研
究

と
い
う
点
に
お
い
て
は
、
私
学
と
さ
ほ
ど
差
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
こ
れ
は
む
し
ろ
こ
う
い
う
限
定
を
し
な
い
で
、
当
然
学
長
も

学
部
長
も
任
用
の
対
象
に
す
べ
き
だ
、
こ
う
わ
れ
わ
れ
は
考
え
て
お
り
ま
す
。
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
発
言
は
管
理
職
か
ら
外
国
人
を
排

そ
の
考
え
方
を
押
し
進
め
る
な
ら

除
す
る
政
策
判
断
の
妥
当
性
に
関
す
る
立
法
論
と
し
て
の
分
脈
の
中
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

ば
、
そ
も
そ
も
大
学
に
「
当
然
の
法
理
L

を
適
用
す
る
こ
と
は
お
か
し
い
、

と
い
う
結
論
が
導
き
出
さ
れ
る
論
理
を
内
包
し
て
い
る
も
の
で

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
議
論
に
対
し
て
は
松
下
衆
議
院
法
制
局
第
二
部
長
も
、
さ
ら
に
は
石
橋
議
員
も
反
対
を
し
て
お
ら

いわゆる外国人教員任用法と「当然の法理」

ず
、
従
っ
て
そ
の
論
理
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

(3) 

検
討
と
評
価

こ
れ
ま
で
寸
当
然
の
法
理
L

と
の
関
係
で
外
国
人
教
員
任
用
法
制
定
過
程
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
議
論
が
出
さ
れ
て
い
た
か
を
紹
介
し
て

き
た
。
で
は
、
そ
れ
ら
の
議
論
及
び
外
国
人
教
員
任
用
法
自
体
に
対
し
て
は
ど
の
よ
う
な
評
価
を
下
す
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま

ず
、
法
制
定
過
程
で
の
議
論
全
体
を
通
じ
て
問
題
と
な
る
事
象
を
明
ら
か
に
し
た
後
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
も
の
か
を
検
討
す

る
こ
と
と
す
る
。

第
一
に
、
寸
当
然
の
法
理
し
と
の
関
係
の
中
で
外
国
人
教
員
任
用
法
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
、
あ
る
い
は
性
格
づ
け
る
か
に
関
す
る
問
題
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説

が
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、
多
く
の
学
説
は
、
大
学
は
「
当
然
の
法
理
」
が
外
国
人
の
排
除
を
予
定
し
て
い
る
よ
う
な
公
権
力
の
行
使
な
い

し
国
家
意
思
の
形
成
を
行
う
機
関
で
は
な
く
、
従
っ
て
そ
も
そ
も
大
学
の
教
員
は
「
当
然
の
法
理
」
の
適
用
対
象
外
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
外

{
拍
)

国
人
教
員
任
用
法
は
確
認
し
た
に
過
ぎ
な
い
、
と
考
え
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
立
法
関
係
者
間
で
は
、
そ
れ
が
特
別
措
置
法
で
あ
り
、
「
当

然
の
法
理
L

に
よ
り
外
国
人
の
就
任
資
格
が
否
定
さ
れ
て
き
た
大
学
教
員
へ
の
任
用
が
外
国
人
教
員
任
用
法
に
よ
り
は
じ
め
て
可
能
と
な
っ

た
と
し
て
、
外
国
人
教
員
任
用
法
は
「
当
然
の
法
理
」
と
の
関
係
で
は
創
設
的
な
位
置
を
占
め
る
と
す
る
見
解
で
一
致
し
て
い
る
。
し
か
し
、

実
は
、
そ
の
よ
う
に
外
国
人
教
員
任
用
法
が
創
設
的
で
あ
る
と
し
て
も
な
お
、
外
国
人
教
員
任
用
法
の
い
か
な
る
側
面
を
捉
え
て
創
設
的
で

あ
る
と
い
え
る
か
に
つ
い
て
は
、
従
来
の
実
務
上
の
取
扱
と
の
関
係
で
、
な
お
議
論
の
余
地
が
有
り
得
る
。
外
国
人
教
員
任
用
法
の
位
置
づ

け
を
考
え
る
に
当
た
っ
て
考
慮
す
べ
き
従
来
の
行
政
実
務
上
の
取
扱
は
既
述
の
如
く
二
つ
あ
る
。
ひ
と
つ
は
、
外
国
人
教
員
任
用
法
制
定
以

前
に
お
い
て
は
実
際
に
は
講
師
以
上
へ
の
外
国
人
の
任
用
が
否
定
さ
れ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
神
戸
医
科
大
助

教
授
へ
の
外
国
人
へ
の
任
用
を
肯
定
し
た
一
九
五
四
年
の
法
制
局
見
解
で
あ
る
。
前
者
を
前
提
と
し
て
考
え
る
と
、
外
国
人
教
員
任
用
法
が

三Aa聞

外
国
人
教
員
を
講
師
以
上
に
任
用
す
る
こ
と
を
承
認
し
た
点
を
捉
え
て
、
外
国
人
教
員
任
用
法
は
創
設
的
な
性
格
を
も
っ
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
こ
れ
に
対
し
て
後
者
の
見
解
に
立
つ
と
、
外
国
人
教
員
任
用
法
が
外
国
人
教
員
の
教
授
会
へ
の
参
加
を
承
認
す
る
こ
と
を
捉
え
て
、
外

国
人
教
員
任
用
法
が
創
設
的
な
も
の
と
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
従
来
の
実
務
上
の
取
扱
を
前
提
と
す
べ
き
か
、

員
任
用
法
の
位
置
づ
け
も
ま
た
変
わ
っ
て
く
る
の
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
を
前
提
と
す
べ
き
か
、
従
来
の
実
務
の
見
解
か
ら
は
明
ら
か
に
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
理
由
は
、
さ
き
に
挙
げ
た
二
つ
の
実
務
上
の
取
扱
が
い
ず
れ
も
結
論
の
み
を
示
す
に
と
ど
ま
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
判

断
に
当
た
っ
て
具
体
的
に
い
か
な
る
考
慮
を
経
て
結
論
が
出
さ
れ
た
の
か
(
神
戸
医
科
大
の
事
例
に
お
い
て
は
、
医
科
大
で
あ
る
こ
と
が
お

そ
ら
く
は
重
要
な
判
断
要
素
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
て
つ
ま
り
は
具
体
的
な
判
断
基
準
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ

一
九
五
四
年
の
法
制
局
見
解
を
前
提
と
す
べ
き
か
に
よ
っ
て
、
外
国
人
教
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お
そ
ら
く
法
案
作
成
者
・
提
出
者
の
見
解
は
従
来
の
実
務
上
の
取
扱
、
す
な
わ
ち
助
手
へ
の
任

用
の
み
を
承
認
す
る
と
い
う
処
理
を
前
提
と
し
て
、
本
法
を
特
別
措
置
法
と
命
名
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
が
、
従
来
の
実
務
上
の
取
扱
に

た
の
か
が
示
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

は
、
そ
れ
を
根
拠
づ
け
る
行
政
実
例
さ
え
も
存
在
し
な
い

l
|
そ
れ
故
に
こ
そ
、
文
部
省
は
各
大
学
へ
の
「
行
政
指
導
」
に
よ
り
右
の
政
策

を
遂
行
し
て
き
た
も
の
と
思
わ
れ
る
|
i
!
と
い
う
欠
点
が
あ
る
の
で
あ
る
。

第
二
に
、
外
国
人
教
員
任
用
と
「
当
然
の
法
理
」
と
の
調
和
点
を
ど
こ
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
と
い
う
問
題
が
、

法
案
を
経
て
制
定
さ
れ
た
現
行
外
国
人
教
員
任
用
法
に
お
い
て
も
、
暖
昧
な
ま
ま
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
法
律
に
よ
っ
て
「
当
然

い
く
つ
か
の

の
法
理
L

を
ど
こ
ま
で
修
正
で
き
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
か
に
関
す
る
議
論
に
お
い
て
典
型
的
に
現
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
外
国
人
教

員
任
用
法
上
管
理
職
か
ら
外
国
人
を
排
除
し
て
い
る
理
由
が
立
法
関
係
者
間
で
一
致
し
て
い
な
い
た
め
、
外
国
人
の
管
理
職
就
任
を
立
法
に

いわゆる外国人教員任用法と「当然の法理」

よ
り
承
認
す
る
と
「
当
然
の
法
理
」
と
の
調
和
点
を
超
え
る
こ
と
に
な
る
か
否
か
も
ま
た
明
確
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

右
に
挙
げ
た
二
つ
の
点
は
い
ず
れ
も
、
「
当
然
の
法
理
L

と
外
国
人
教
員
任
用
法
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
理
論
づ
け
る
か
、

と
い
う
問
題

に
関
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
が
、
当
時
の
宮
地
文
部
省
大
学
局
長
は
、
政
府
内
部
で
立
法
に
当
た
り
こ
の
理
論
化
に
関
す
る
調
整
が
難
航
し
、

政
府
と
し
て
統
一
し
た
合
意
に
達
し
な
か
っ
た
た
め
、
こ
の
法
案
を
提
出
で
き
な
か
っ
た
と
説
明
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
見
解

の
不
一
致
は
法
案
提
出
後
に
お
い
て
も
現
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
外
国
人
教
員
任
用
法
の
制
定
に
当
た
っ
て
は
ご
く
基
本

的
な
理
論
的
問
題
が
ク
リ
ア
ー
さ
れ
な
い
ま
ま
に
法
律
制
定
に
至
っ
た
た
め
に
、
外
国
人
教
員
任
用
法
が
、
任
期
制
に
関
す
る
規
定
に
限
ら

一mm)

ず
、
全
体
と
し
て
寸
玉
虫
色
」
の
も
の
と
な
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
特
に
管
理
職
へ
の
任
用
制
限
に
つ
い
て
は
、
「
当
然
の
法
理
」
を
前
提

と
し
て
明
文
の
制
限
規
定
を
お
か
な
か
っ
た
た
め
に
、
管
理
職
へ
の
就
任
が
制
限
さ
れ
て
い
な
い
と
解
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
議
論
が

外
国
人
教
員
任
用
法
制
定
過
程
に
お
い
て
し
ば
し
ば
出
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
立
法
上
の
手
当
を
し
て
い
な

い
。
こ
の
よ
う
に
議
論
が
有
り
得
る
点
に
つ
き
、
明
文
の
規
定
を
お
く
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
れ
を
し
な
か
っ
た
、
と
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い
う
こ
と
は
、
大
学
の
管
理
職
か
ら
は
外
国
人
を
排
除
す
べ
き
(
あ
る
い
は
で
き
る
)
で
あ
ろ
う
が
そ
の
理
論
的
根
拠
を
明
確
に
で
き
な
い

た
め
に
あ
え
て
明
文
化
し
な
か
っ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
従
来
の
行
政
実
例
は
、
大
学
に
寸
当
然
の
法
理
」
の
適
用

が
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
た
め
、
そ
の
前
提
に
乗
っ
取
っ
て
考
え
れ
ば
、
当
然
大
学
の
管
理
職
か
ら
も
外
国
人
は
排
除
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
。
こ
こ
で
は
、
大
学
の
管
理
職
か
ら
外
国
人
を
排
除
す
る
こ
と
に
つ
い
て
殊
更
に
根
拠
を
示
す
必
要
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ

ろ
が
、
外
国
人
教
員
任
用
法
で
は
大
学
教
員
へ
の
任
用
を
認
め
た
た
め
に
、
従
来
と
は
逆
に
、
立
法
過
程
の
中
で
の
議
論
と
し
て
は
、
管
理

職
か
ら
の
外
国
人
排
除
を
残
す
積
極
的
な
根
拠
を
示
す
必
要
が
生
ず
る
こ
と
に
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
先
に
も
見
た
よ
う
に
、
こ
の
点
に
つ

き
立
法
関
係
者
間
で
一
致
し
た
明
確
な
見
解
が
示
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
理
論
的
に
は
、
特
に
教
授
等
へ
の
任
用
及
び
教
授
会
で
の
議
決
権
を
承
認
し
た
限
り
で
国
公
立
大
学
へ
の
「
当
然
の
法
理
」

の
適
用
を
外
国
人
教
員
任
用
法
は
排
除
し
た
の
で
あ
っ
て
、
管
理
職
へ
の
就
任
は
制
限
さ
れ
た
ま
ま
残
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
説
明
は
可
能

で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
外
国
人
教
員
任
用
法
制
定
の
根
拠
が
大
学
の
特
性
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
外
国
人
教
員
任
用
法
制
定
過

論

程
に
お
け
る
議
論
で
は
、
文
部
省
サ
イ
ド
で
さ
え
、
国
公
立
大
学
の
教
員
と
私
立
大
学
と
で
実
定
法
上
規
定
さ
れ
て
い
る
職
務
内
容
に
基
本

的
な
差
異
が
な
い
こ
と
を
承
認
し
て
い
る
た
め
、
国
公
立
大
学
に
「
当
然
の
法
理
」
の
適
用
が
あ
る
と
い
う
前
提
自
体
が
か
な
り
疑
わ
し
い

も
の
と
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
国
公
立
大
学
に
「
当
然
の
法
理
L

の
適
用
が
そ
も
そ
も
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
結
論
に
つ
な
が
り
か
ね
な
い
立
論
が

文
部
省
サ
イ
ド
か
ら
で
さ
え
も
出
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
最
大
の
原
因
は
、
外
国
人
教
員
任
用
法
自
体
が
外
国
人
教
員
の
教
授
会
議
決
権
を

無
制
限
に
承
認
し
、
従
来
の
「
当
然
の
法
理
」
を
大
幅
に
堀
り
崩
し
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
宮
地
大
学
局
長
は
、
既
述
の
如
く
、
「
当
然

の
法
理
」
と
の
調
和
点
を
政
府
内
部
で
一
致
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
故
に
、
外
国
人
教
員
任
用
法
を
政
府
提
案
と
す
る
こ
と
が
で

と
説
明
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
裏
を
返
し
て
い
え
ば
、
議
員
立
法
だ
か
ら
こ
そ
、
外
国
人
教
員
任
用
法
の
よ
う
に
思
い

き
な
か
っ
た
、
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と
い
う
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
、
宮
地
大
学
局
長
の
こ
の
説
明
に
対
し
て
は
、
「
議
員
提
案
の

場
合
は
、
各
省
と
の
対
応
と
か
法
理
の
限
界
と
み
て
お
る
も
の
を
超
え
る
超
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
そ
う
い
う
こ
と
は
余
り
考

え
な
く
て
い
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
の
か
L

と
い
う
反
応
が
返
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
提
案
者
は
こ
れ

切
っ
た
寸
穴
あ
け
」
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
、

に
対
し
て
は
、
寸
外
国
人
教
授
を
任
用
す
る
道
を
聞
く
こ
と
は
わ
が
国
に
と
っ
て
急
務
な
課
題
で
あ
る
と
い
う
認
識
の
も
と
に
」
自
民
党
と
し

と
い
う
の
み
で
あ
り
、
そ
の
質
問
に
正
面
か
ら
答
え
る
こ
と
は
避
け
て
い
る
。
な
お
、
政
府
側
は
「
議
員
立
法

て
こ
の
法
案
を
提
案
し
た
、

で
あ
る
か
ら
と
申
し
ま
し
て
、
こ
れ
(
寸
当
然
の
法
理
L
)

を
軽
視
す
る
よ
う
な
つ
も
り
は
毛
頭
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
L

と
い
う
態
度
を
表
明
し
て

い
る
も
の
の
、
実
際
に
議
員
立
法
と
い
う
形
態
で
あ
っ
た
が
た
め
に
大
幅
な
「
穴
あ
け
」
が
で
き
た
と
考
え
て
い
る
の
か
否
か
は
そ
こ
か
ら

は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。

いわゆる外国人教員任用法と「当然の法理」

い
く
つ
か
の
基
本
的
な
理
論
的
問
題
を
あ
る
意
味
で
は
無
視
し
て
、
外
国
人
教
員
任
用
法

を
制
定
す
る
こ
と
が
で
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
こ
と
の
意
義
は
決
し
て
小
さ
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
の
よ
う
に
理
論
的
問
題
を
抱

こ
の
よ
う
に
、
議
員
立
法
で
あ
る
が
た
め
に
、

え
た
立
法
で
あ
る
た
め
に
、
こ
の
法
律
の
意
義
が
ど
こ
ま
で
及
ぶ
の
か
に
つ
い
て
は
様
々
な
考
え
方
が
あ
り
得
る
こ
と
に
な
る
。
特
に
、
初

等
・
中
等
教
育
の
教
育
公
務
員
に
対
す
る
「
当
然
の
法
理
」
の
適
用
が
妥
当
な
も
の
か
、
こ
れ
ら
の
公
務
員
に
も
外
国
人
教
員
任
用
法
の
趣

旨
を
及
ぽ
す
べ
き
で
は
な
い
の
か
、
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
外
国
人
教
員
任
用
法
制
定
以
前
か
ら
、
文
部
省
は
、
大
学
以
外

の
公
立
学
校
教
職
員
へ
の
外
国
人
採
用
に
つ
き
否
定
的
で
あ
悦
、
「
当
然
の
法
理
」
に
基
づ
き
適
切
に
対
応
す
る
よ
う
に
要
請
し
て
き
た
と
い

わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
小
・
中
・
高
等
学
校
教
員
か
ら
外
国
人
を
排
除
す
る
理
由
、
つ
ま
り
寸
当
然
の
法
理
」
の
適
用
が
あ
る
と
さ
れ

る
理
由
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
生
徒
の
成
績
評
価
、
卒
業
認
定
、
懲
戒
処
分
な
ど
は
学
校
長
名
で
行
わ
れ
る
公
権
力
の

行
使
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
校
長
の
独
断
で
は
な
く
一
般
教
員
の
意
見
を
聞
い
た
り
し
て
判
断
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
一
般
教
員
も
公
権

力
の
行
使
に
参
画
し
て
い
る
と
い
え
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
外
国
人
教
員
任
用
法
制
定
に
際
し
で
も
小
・
中
・
高
等
学
校
の
教
員
と
の
関
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係
が
議
論
と
な
っ
て
お
り
、
ま
た
、
提
案
者
自
身
も
そ
の
点
を
考
慮
し
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
最
終
的
に
は
法
律
の
対
象
と
は
し
な

か
っ
た
旨
の
答
弁
を
行
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
初
等
・
中
等
教
育
の
教
員
に
外
国
人
を
採
用
し
な
い
理
由
に
つ
い
て
は
提
案
者
・
文
部
省
と
も

に
概
ね
一
致
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
高
校
以
下
は
義
務
教
育
の
延
長
線
上
に
あ
り
、
そ
し
て
こ
れ
は
わ
が
国
の
次
代
を
担
う
国
民
の
育
成

を
基
本
目
的
と
し
た
国
民
的
教
育
で
あ
り
ま
す
の
で
、
本
法
案
の
こ
の
国
際
的
性
格
を
有
す
る
学
術
の
研
究
、
教
育
を
目
的
と
し
て
い
る
大

学
と
お
の
ず
か
ら
異
な
る
L

と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
教
員
の
職
務
の
性
質
に
対
す
る
判
断
、
及
び
大
学
の
特
殊
性
か
ら
大
学
に
は

三塁辺、

日岡

外
国
人
教
員
任
用
法
に
よ
っ
て
「
当
然
の
法
理
」
を
認
め
た
の
で
あ
る
と
い
う
位
置
づ
け
を
前
提
と
す
れ
ば
、
大
学
と
は
異
な
り
国
際
的
性

格
を
持
た
な
い
と
さ
れ
る
高
等
学
校
以
下
で
は
「
当
然
の
法
理
」
の
適
用
が
あ
る
と
い
う
文
部
次
官
通
知
が
外
国
人
教
員
任
用
法
制
定
後
に

出
さ
れ
た
こ
と
も
、
理
論
的
に
は
当
然
と
い
え
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
な
通
知
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
教
員
選
考
要
項
に
「
国
籍
条
項
」

を
付
し
て
い
な
い
地
方
公
共
団
体
も
稀
で
は
な
く
、
一
九
八
三
年
の
時
点
で
は
、
教
員
と
し
て
在
職
し
て
い
る
外
国
人
が
二
八
名
存
在
す
る

こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
対
し
て
、
文
部
省
が
強
い
行
政
指
導
に
乗
り
出
し
、
外
国
人
を
教
諭
と
し
て
採
用
す
る
こ

と
に
は
問
題
が
あ
る
と
す
る
文
部
省
の
指
導
に
よ
り
、
常
勤
講
師
と
し
て
発
令
し
た
と
い
う
事
例
も
存
在
す
封
。
こ
の
よ
う
に
、
教
諭
と
講

師
と
を
区
別
し
た
根
拠
は
、
教
諭
が
独
立
し
た
存
在
と
し
て
公
務
に
参
加
で
き
る
の
に
対
し
て
、
講
師
は
、
教
務
・
学
年
主
任
の
指
導
を
受

と
い
う
こ
と
に
求
め
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

け
で
は
じ
め
て
参
画
で
き
る
、

と
い
う
違
い
が
あ
る
、

第
二
章
注

(
1
)
昭
和
二
九
・
一

0
・
二
九
法
制
局
一
発
五
一
号
。

(
2
)
特
に
一
九
四
八
年
の
法
務
省
調
査
意
見
長
官
兼
子
一
見
解
が
そ
う
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
前
掲
第
一
章
注

(
7
)

(
3
)
こ
の
見
解
の
概
要
に
つ
い
て
は
岡
崎
・
前
掲
第
一
章
注

(
l
)

二
O
七
|
八
頁
参
照
。

(
4
)
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
岡
崎
・
同
右
二

O
九
|
一

O
頁
参
照
。
な
お
、
岡
崎
・
同
右
一
二

O
頁
は
、

(8)
参
照
。

こ
の
一
九
七
一
年
の
週
刊
文
教
ニ
ュ
ー
ス
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いわゆる外国人教員任用法と「当然の法理」

の
見
解
を
実
務
の
「
模
索
答
案
」
と
評
し
て
い
る
。

(
5
)
岡
崎
・
前
掲
は
じ
め
に
注

(
9
)
刊
頁
、

H
U

頁
参
照
。

(6)
参
議
院
予
算
委
員
会
会
議
録
第
一
五
号
二
四
頁
昭
五
三
・
二
一
・
二

O
。

(7)
秦
野
議
員
を
中
心
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
外
国
人
の
教
員
任
用
に
関
す
る
法
案
の
う
ち
も
っ
と
も
初
期
の
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
法
案

は
外
国
人
が
大
学
の
み
な
ら
ず
小
・
中
・
高
等
学
校
の
教
員
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
他
の
「
大
学
L

教
員
任
用
法
案
と
は

や
や
性
格
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
外
国
人
の
教
員
任
用
に
関
す
る
法
案
の
全
容
と
立
法
の
経
緯
の
詳
細
に
つ
い
て
は
本
号
に
掲
載
さ
れ
て
い

る
常
本
照
樹
「
外
国
人
教
員
任
用
法
の
立
案
過
程
」
を
参
照
。
そ
の
他
、
一
九
七
八
年
四
月
六
日
に
新
聞
報
道
さ
れ
た
案
の
内
容
に
つ
い
て
は
日

高
H
徐
編
・
前
掲
書
は
じ
め
に
注

(
6
)
三
二
ニ
ー
ー
四
頁
、
同
年
四
月
一
一
一
一
日
に
秦
野
議
員
に
法
案
交
付
さ
れ
た
案
及
び
一
九
七
九
年
二
月
六
日

に
法
案
交
付
さ
れ
た
案
(
こ
れ
は
従
来
「
第
三
次
案
L

と
い
わ
れ
て
政
府
が
立
案
し
た
も
の
と
さ
れ
て
い
た
案
と
同
一
の
内
容
の
も
の
で
あ
る
こ

と
に
つ
い
て
は
右
の
常
本
論
文
参
照
)
の
内
容
に
つ
い
て
は
徐
龍
達
「
定
住
外
国
人
の
国
公
立
大
学
教
員
任
用
の
現
状
と
課
題
」
『
部
落
解
放
研
究
』

一
七
号
六
三

l
四
頁
(
一
九
七
九
)
、
一
九
七
九
年
三
月
に
成
案
を
見
た
と
さ
れ
る
案
に
つ
い
て
は
日
高
H
徐
編
・
同
右
量
百
一
一
二
五

i
七
頁
に
掲
載

さ
れ
て
い
る
。
以
下
、
法
案
の
内
容
、
年
月
日
等
に
つ
い
て
は
常
本
論
文
に
依
拠
し
て
い
る
た
め
、
特
に
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
の
注
は
付
さ
な

(
8
)
第
八
七
国
会
衆
議
院
文
教
委
員
会
議
録
第
七
号
(
昭
五
四
・
四
・
二
五
)
四
一
頁
。

(
9
)
同
日
同
委
員
会
で
の
内
藤
誉
三
郎
文
部
大
臣
の
発
言
、
同
右
参
照
。

(
叩
)
匿
名
論
文
「
国
立
文
は
公
立
の
大
学
に
お
け
る
外
国
人
教
員
の
任
用
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
L

司
法
令
解
説
資
料
総
覧
』
三
一
号
一

O
一
頁
等

参
照
。

(
日
)
例
え
ば
十
文
字
孝
夫
文
部
省
大
学
局
高
等
教
育
計
画
課
長
の
発
言
、
第
九
六
国
会
衆
議
院
法
務
委
員
会
議
録
第
一
六
号
(
昭
五
七
・
四
・
二

O)

二
一
|
二
頁
な
ど
参
照
。

(
ロ
)
例
え
ば
石
橋
衆
議
院
議
員
、
第
九
六
国
会
衆
議
院
文
教
委
員
会
議
録
第
一
六
号
(
昭
五
七
・
七
・
七
)
二
|
三
頁
。

(
日
)
昭
五
七
・
八
・
一

O
参
議
院
文
教
委
員
会
に
お
け
る
小
野
明
参
議
院
議
員
の
質
問
。
第
九
六
国
会
参
議
院
文
教
委
員
会
会
議
録
第
一
五
号
六

頁。

(
日
)
第
九
六
国
会
参
議
院
文
教
委
員
会
会
議
録
第
一
五
号
六
七
頁
参
照
。
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(
日
)
小
川
平
二
文
部
大
臣
の
答
弁
、
第
九
六
国
会
衆
議
院
文
教
委
員
会
議
録
第
二
ハ
号
(
昭
五
七
・
七
・
七
)
六
頁
等
参
照
。

(
凶
)
第
九
六
国
会
衆
議
院
文
教
委
員
会
議
録
第
二
ハ
号
(
昭
五
七
・
七
・
七
)
三
頁
。

(
口
)
同
右
二
頁
。

(
凶
)
政
府
側
の
見
解
と
し
て
は
、
例
え
ば
参
議
院
文
教
委
員
会
で
の
宮
地
貫
一
大
学
局
長
の
発
言
、
第
丸
六
国
会
参
議
院
文
教
委
員
会
会
議
録
第
一

五
号
(
昭
五
七
・
八
・
一

O
)
五
頁
参
照
。

(
川
口
)
第
九
六
国
会
参
議
院
文
教
委
員
会
会
議
録
第
一
五
号
(
昭
五
七
・
八
・
一

O
)
六
頁
。

(
却
)
昭
五
七
・
八
・
一

O
の
参
議
院
文
教
委
員
会
で
の
宮
地
貫
一
大
学
局
長
の
発
一
言
。
第
九
六
国
会
参
議
院
文
教
委
員
会
会
議
録
第
一
五
号
(
昭
五

七
・
八
・
一

O
)
五
頁
。

(
幻
)
前
掲
・
宮
地
大
学
局
長
の
発
言
参
照
。

(
幻
)
松
下
衆
議
院
法
制
局
第
二
部
長
、
第
九
六
国
会
衆
議
院
文
教
委
員
会
議
録
第
一
六
号
(
昭
五
七
・
七
・
七
)
三
頁
。

(
お
)
な
お
、
教
育
施
設
、
研
究
施
設
の
長
へ
の
就
任
の
可
否
は
「
そ
れ
ぞ
れ
の
職
務
権
限
あ
る
い
は
制
度
、
実
態
に
応
じ
て
い
わ
ゆ
る
法
理
に
照
ら

し
て
検
討
す
る
必
要
も
当
然
あ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
問
題
は
そ
れ
こ
そ
ケ
l
ス
・
パ
イ
・
ヶ

l
ス
の
判
断
に
ゆ
だ
ね
る
こ
と
」

が
相
当
で
あ
る
と
い
う
判
断
が
示
さ
れ
て
い
る
。
石
橋
議
員
の
発
言
、
第
九
六
国
会
衆
議
院
文
教
委
員
会
議
録
第
一
八
号
(
昭
五
七
・
八
・
四
)

一
O
頁
参
照
。

(M)
第
九
六
国
会
参
議
院
文
教
委
員
会
会
議
録
第
一
五
号
(
昭
五
七
・
八
・
一

O
)
六
頁
、
第
九
六
国
会
衆
議
院
文
教
委
員
会
議
録
第
一
六
号
(
昭

五
七
・
七
・
七
)
五
頁
。

(
お
)
第
九
六
国
会
衆
議
院
文
教
委
員
会
議
録
第
一
六
号
(
昭
五
七
・
七
・
七
)
四
頁
。

(
却
)
同
右
参
照
。

(
幻
)
第
九
六
国
会
文
教
委
員
会
議
録
第
一
六
号
(
昭
五
七
・
七
・
七
)
五
頁
。

(
却
)
第
九
六
国
会
参
議
院
文
教
委
員
会
会
議
録
第
一
五
号
(
昭
五
七
・
八
・
一

O
)
一
七
頁
。

(
却
)
第
九
六
国
会
衆
議
院
文
教
委
員
会
議
録
第
一
八
号
(
昭
五
七
・
八
・
四
)
一
六
頁
。

(
却
)
第
九
六
国
会
参
議
院
文
教
委
員
会
会
議
録
第
一
五
号
(
昭
五
七
・
八
・
一

O
)
一
一
頁
。

(
引
)
第
九
六
国
会
衆
議
院
文
教
委
員
会
議
録
第
一
八
号
(
昭
五
七
・
八
・
四
)
四
頁
。
な
お
、

説
壬A
民間

同
日
の
文
教
委
員
会
に
お
い
て
、
管
理
職
へ
の
任
用
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いわゆる外国人教員任用法と「当然の法理」

を
継
続
的
に
検
討
す
べ
き
旨
の
付
帯
決
議
が
な
さ
れ
て
い
る
。

(
犯
)
従
っ
て
、
任
期
制
の
導
入
に
関
す
る
様
々
な
議
論
は
、
寸
当
然
の
法
理
」
と
の
直
接
的
な
関
連
性
に
欠
け
る
た
め
、
省
略
し
た
。

(
犯
)
そ
の
代
表
的
な
見
解
は
、
法
律
学
者
二
五
人
の
見
解
を
ま
と
め
た
一
九
七
九
年
一
月
三

O
日
付
寸
国
公
立
大
学
外
国
人
教
員
任
用
法
案
に
関
す

る
見
解
」
と
し
て
発
表
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
全
文
に
つ
い
て
は
徐
・
前
掲
は
じ
め
に
注
(
臼
)
八
四

i
七
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
叫
)
本
稿
第
一
章
参
照
。

(
お
)
昭
二
九
・
一

0
・
二
九
法
制
局
一
発
第
五
一
号
。

(
お
)
岡
崎
・
前
掲
は
じ
め
に
注

(
9
)
四
O
頁。

(
幻
)
第
九
六
国
会
参
議
院
文
教
委
員
会
会
議
録
第
一
五
号
(
昭
五
七
・
八
・
一

O
)
四
|
五
頁
。

(
お
)
任
期
制
に
関
し
て
は
、
西
阿
武
夫
総
括
担
当
副
会
長
の
賛
同
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
と
の
配
慮
か
ら
「
玉
虫
色
」
に
し
た
の
で
は
、
と

い
う
疑
問
に
基
づ
く
発
言
を
栗
田
衆
議
院
議
員
は
し
て
い
る
。
第
九
六
国
会
衆
議
院
文
教
委
員
会
議
録
第
一
八
号
(
昭
五
七
・
八
・
四
)
一
一
一
一

頁。

(
却
)
湯
山
勇
衆
議
院
議
員
の
質
問
、
第
九
六
国
会
衆
議
院
文
教
委
員
会
議
録
第
一
八
号
(
昭
五
七
・
八
・
四
)
三
頁
。

(ω)
狩
野
明
男
衆
議
院
議
員
の
答
弁
、
同
号
同
頁
。

(
H
U
)

同
日
の
小
川
平
二
文
部
大
臣
の
答
弁
、
同
号
四
頁
。

(
位
)
石
村
健
「
国
公
立
大
学
外
人
教
員
任
用
特
別
措
置
法
」
司
ジ
ュ
リ
ス
ト
』
七
七
七
号
七
二
貝
ご
九
八
二
)

0

(
砧
)
岡
崎
・
前
掲
は
じ
め
に
注

(
9
)
四
一
頁
。

(
叫
)
田
中
宏
寸
外
国
人
教
員
任
用
法
を
め
ぐ
る
諸
問
題
|
|
』
国
公
立
大
外
国
人
教
員
任
用
法
と
小
・
中
・
高
の
教
員
」
『
季
刊
教
育
法
』
四
六
号
一

一
四
頁
参
照
。
こ
れ
が
政
府
の
統
一
見
解
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
阿
部
充
夫
文
部
省
教
育
助
成
局
長
の
発
言
、
第
百
二
国
会
衆
議
院
文
教
委
員

会
議
録
第
八
号
(
昭
六

0
・
四
・
一
九
)
九
頁
参
照
。
な
お
、
一
九
八
一
年
五
月
二
七
日
の
衆
議
院
法
務
委
員
会
外
務
委
員
会
社
会
労
働
委
員
会

連
合
審
査
会
で
国
分
正
明
文
部
省
初
等
中
等
教
育
局
地
方
課
長
は
「
教
育
活
動
自
体
は
一
般
的
に
非
権
力
的
な
活
動
と
い
う
ふ
う
に
言
わ
れ
て
お

り
ま
す
り
れ
ど
も
、
教
員
は
校
長
の
行
う
公
務
の
運
営
に
参
画
す
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
し
、
ま
た
児
童
生
徒
の
教
育
を
つ
か
さ
ど
る
と
い
う
こ

と
か
ら
、
従
来
か
ら
公
の
意
思
決
定
へ
の
参
加
と
認
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
」
い
る
と
説
明
し
て
い
る
。
第
九
四
国
会
衆
議
院
法

務
委
員
会
外
務
委
員
会
社
会
労
働
委
員
会
連
合
審
査
会
議
録
第
一
号
(
昭
五
六
・
五
・
二
七
)
二

O
頁
参
照
。
同
旨
の
説
明
と
し
て
、
横
瀬
庄
次
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説

文
部
省
初
等
中
等
教
育
局
地
方
課
長
、
第
九
六
国
会
衆
議
院
法
務
委
員
会
議
録
第
一
六
号
(
昭
五
七
@
四
・
二

O
)
二
O
頁
等
が
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
見
解
に
対
し
て
は
田
中
・
は
じ
め
に
注

(
9
)
四
五
六
頁
等
学
説
は
強
く
批
判
し
て
い
る
。
そ
の
他
、
高
橋
拘
「
外
国
人
の
公
務
員
就
任

能
力
に
係
る
「
法
理
」
の
考
え
方
に
つ
い
て
L

『
衆
議
院
法
制
局
報
』
一
一
号
一
七
一
頁
ご
九
八
七
)
は
、
職
員
会
議
の
性
質
等
を
考
え
る
と
「
当

然
に
教
諭
の
職
が
「
法
理
」
に
い
う
職
に
当
た
る
と
い
え
る
か
に
つ
い
て
は
、
異
な
る
観
点
か
ら
の
議
論
も
必
要
で
は
な
い
か
L

と
い
う
問
題
点

を
指
摘
し
て
い
る
。

(
品
)
第
九
六
国
会
参
議
院
文
教
委
員
会
会
議
録
第
一
五
号
(
昭
五
七
・
八
・
一

O
)
二
三
頁
。

(
必
)
昭
五
七
・
八
・
一

O
参
議
院
文
教
委
員
会
に
お
け
る
狩
野
明
男
衆
議
院
の
発
言
、
第
九
六
国
会
参
議
院
文
教
委
員
会
会
議
録
第
一
五
号
九
頁
、

同
日
問
委
員
会
に
お
げ
る
鈴
木
勲
文
部
省
初
等
中
等
教
育
局
長
の
発
言
、
同
号
二
四
頁
等
参
照
。
そ
の
他
、
鈴
木
局
長
は
、
「
公
立
の
高
等
学
校
以

下
に
、
ま
ず
わ
が
国
の
希
望
す
る
教
員
採
用
者
を
確
保
す
る
と
い
う
こ
と
が
ま
ず
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
実
態
」
も
挙
げ
て
い

る
。
同
号
二
二
頁
。

(
灯
)
昭
五
七
・
九
・
一
三
文
人
審
第
一
二
八
号
。
こ
れ
に
先
立
ち
、
一
九
八
二
年
六
月
四
日
、
文
部
省
は
、
「
教
諭
に
は
日
本
国
籍
を
有
す
る
者
の

み
が
な
り
う
る
」
と
の
初
等
中
等
教
育
局
の
見
解
を
ま
と
め
、
今
後
外
国
人
は
採
用
し
な
い
よ
う
、
都
道
府
県
、
指
定
都
市
の
教
育
委
員
会
に
文

書
で
通
知
し
た
(
昭
五
七
・
六
・
四
初
地
第
三
九
号
)
と
の
こ
と
で
あ
る
。
匿
名
論
文
「
出
入
国
管
理
の
周
辺
|
|
公
的
職
務
と
外
国
人
の
雇

用
」
『
時
の
法
令
』
一
一
五
号
五

O
頁
及
び
匿
名
論
文
・
前
掲
注
(
叩
)
一

O
二
頁
参
照
。
ま
た
、
そ
の
後
も
、
公
立
大
学
以
下
の
教
諭
に
つ
い
て

は
「
当
然
の
法
理
」
の
適
用
が
あ
る
旨
を
確
認
し
た
答
弁
書
が
一
九
八
三
年
に
出
さ
れ
て
い
る
。
衆
議
院
議
員
斉
藤
実
に
よ
る
、
外
国
人
の
公
立

小
・
中
・
高
等
学
校
教
員
任
用
に
関
す
る
質
問
主
意
書
に
対
す
る
内
閣
総
理
大
臣
の
答
弁
書
(
昭
五
八
・
四
・
一
内
閣
衆
質
九
八
第
二
二

号
)

0

(
必
)
一
九
八

O
年
か
ら
一
九
八
四
年
ま
で
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
田
中
・
前
掲
第
一
章
注
(
初
)
コ
一
九
頁
表
1
参
照
。

(
必
)
先
の
昭
五
八
・
四
・
一
内
閣
衆
質
九
八
号
第
一
三
号
の
斎
藤
議
員
の
質
問
主
意
書
参
照
。
そ
の
後
、
一
九
八
五
年
の
時
点
で
は
、
小
中
学
校

で
韓
国
籍
の
教
諭
が
三

O
名
余
り
存
在
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
西
崎
清
久
文
部
大
臣
官
房
長
の
発
言
、
第
一

O
二
国
会
衆
議
院
予
算
委
員
会
議

録
第
七
号
(
昭
六

0
・
二
・
八
)
六
七
頁
。

(
印
)
こ
の
事
件
に
つ
い
て
は
田
中
・
前
掲
第
一
章
注
(
却
)
三
七
頁
参
照
。

(
日
)
中
村
・
前
掲
第
一
章
注
(
詑
)
四

O
頁
参
照
。

論
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ま
と
め
に
か
え
て

本
稿
で
は
、
外
国
人
教
員
任
用
法
が
制
定
さ
れ
る
ま
で
に
は
、
特
徴
の
あ
る
い
く
つ
か
の
案
と
、
多
様
な
議
論
が
な
さ
れ
た
こ
と
を
紹
介

し
て
き
た
。
も
ち
ろ
ん
、
委
員
会
等
い
わ
ば
表
面
的
に
現
れ
て
き
た
議
論
を
分
析
す
る
こ
と
が
直
ち
に
立
法
過
程
で
の
議
論
を
分
析
し
て
い

る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
、

と
い
う
疑
問
は
あ
り
得
る
に
せ
よ
、
こ
の
法
律
に
対
す
る
立
法
関
係
者
各
々
の
ス
タ
ン
ス
の
あ
り

方
の
違
い
は
比
較
的
顕
著
に
そ
こ
で
現
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
既
述
の
知
く
、
こ
の
ス
タ
ン
ス
の
違
い
に
よ
り
外
国
人
教
員
任
用
法

そ
の
た
め
に
ま
た
、
外
国
人
教
員
任
用
法
制

を
政
府
提
案
に
で
き
な
か
っ
た
と
政
府
側
・
文
部
省
サ
イ
ド
は
説
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

いわゆる外国人教員任用法と「当然の法理」

定
に
当
た
っ
て
ク
リ
ア
ー
さ
れ
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
い
く
つ
か
の
基
本
的
な
理
論
上
の
問
題
が
残
さ
れ
た
ま
ま
に
法
律
が
制
定
さ
れ
る

の
様
相
を
呈
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

に
至
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
法
律
自
体
か
な
り
「
玉
虫
色
」

で
は
、
な
ぜ
、
こ
の
よ
う
な
状
況
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
外
国
人
教
員
任
用
法
を
制
定
し
、

さ
ら
に
は
外
国
人
教
員
に
教
授
会
で

の
議
決
権
ま
で
も
承
認
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
は
二
つ
考
え
ら
れ
る
。
第
一
に
、
事
実
の
問
題
と
し
て
、

本
法
が
議
員
立
法
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
政
府
立
法
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

一
方
で
は
こ
の
よ
う
に
理
論
的
な
基
本
問
題
を
不
聞
に

付
し
な
が
ら
他
方
で
そ
れ
ま
で
大
学
教
員
に
適
用
が
あ
る
と
さ
れ
た
「
当
然
の
法
理
」
を
か
な
り
大
幅
に
「
穴
あ
け
L

す
る
法
律
を
制
定
す

る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
第
二
に
、
そ
も
そ
も
大
学
(
教
員
・
教
授
会
)
の
性
格
か
ら
し
て
、
「
当
然
の
法
理
」
を
適
用
す
る

理
論
的
根
拠
が
薄
弱
な
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
が
立
法
過
程
に
お
い
て
も
し
ば
し
ば
提
示
さ
れ
、
ま
た
学
説
の
多
く
も
こ
れ
を
指
摘

し
て
い
る
。
先
に
も
見
た
よ
う
に
、
立
法
関
係
者
も
ま
た
、
大
学
教
員
へ
の
「
当
然
の
法
理
L

の
適
用
を
消
極
に
解
す
る
こ
と
に
な
る
可
能

に
寸
当
然
の
法
理
L

を
適
用
す
る
理
論
的
根
拠
が

性
が
あ
る
議
論
を
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
大
学
(
教
員
・
教
授
会
)
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説

薄
弱
で
あ
っ
た
こ
と
が
本
法
の
制
定
を
促
し
た
第
二
の
要
因
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
そ
も
そ
も
、
こ
れ
ま
で
、
公
務

員
の
各
職
の
性
質
を
実
定
法
と
の
関
係
で
性
格
づ
け
る
努
力
を
放
棄
し
た
ま
ま
、
あ
ま
り
に
も
包
括
的
に
公
務
員
に
「
当
然
の
法
理
L

を
適

論

用
し
て
き
た
こ
と
が
本
法
を
制
定
さ
せ
る
に
至
っ
た
要
因
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
本
法
の
制
定
は
、
そ
も
そ
も
「
当

然
の
法
理
L

自
体
を
見
直
す
べ
き
時
期
に
き
て
い
る
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
と
め
に
か
え
て
注

(1)
学
説
は
そ
も
そ
も
「
当
然
の
法
理
」
自
体
に
対
し
て
批
判
的
で
あ
る
。
学
説
の
批
判
は
①
「
当
然
の
法
理
」
が
基
準
と
し
て
不
明
確
で
あ
る
こ

と
、
②
公
務
員
か
ら
排
除
さ
れ
る
外
国
人
を
一
律
に
扱
っ
て
お
り
、
合
理
性
に
欠
け
る
こ
と
、
③
外
国
人
が
排
除
さ
れ
る
織
を
過
度
に
広
範
に
設

定
し
て
お
り
、
目
的
と
手
段
と
の
合
理
的
関
連
性
に
欠
け
る
こ
と
(
以
上
、
大
沼
保
昭
『
単
一
民
族
社
会
の
神
話
を
超
え
て
』
二
三

O
|
一
頁
(
一

九
八
六
)
参
照
。
)
、
④
「
当
然
の
法
理
」
に
よ
り
示
さ
れ
て
い
る
制
約
の
内
容
は
立
法
に
期
待
で
き
な
い
ほ
ど
細
部
に
わ
た
る
も
の
と
は
い
え

ず
、
従
っ
て
、
「
当
然
の
法
理
」
を
認
め
る
こ
と
は
法
律
に
よ
る
行
政
の
原
理
・
法
律
の
留
保
に
反
す
る
(
岡
崎
・
前
掲
第
一
章
注

(
1
)

一
九
八

頁
)
、
⑤
公
権
力
の
行
使
と
い
う
概
念
は
広
い
も
の
で
あ
っ
て
、
原
則
と
し
て
外
国
人
の
任
用
を
排
除
す
る
法
律
上
の
要
請
が
な
い
以
上
、
任
命
権

者
が
外
国
人
を
特
定
の
職
に
つ
り
る
こ
と
の
適
否
を
考
慮
す
る
場
合
の
運
用
上
の
判
断
基
準
の
ひ
と
つ
が
公
権
力
の
行
使
で
あ
る
と
い
っ
て
よ

い
、
す
な
わ
ち
、
採
用
資
格
の
レ
ベ
ル
で
公
権
力
の
行
使
に
あ
た
る
職
に
該
当
す
る
か
否
か
を
判
断
す
る
こ
と
は
お
か
し
い
(
鹿
児
島
・
前
掲
書

は
じ
め
に
注

(
1
)

一
七

O
頁
参
照
。
)
、
の
五
点
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
ど
の
よ
う
な
職
か
ら
外
国
人
を
排
除
す
る

こ
と
が
合
理
的
と
い
え
る
か
に
つ
い
て
は
学
説
は
必
ず
し
も
一
致
し
て
い
な
い
。
学
説
の
中
で
こ
の
点
を
も
っ
と
も
厳
格
に
解
し
て
い
る
と
さ
れ

る
(
中
村
睦
男
・
一
九
八
九
年
度
社
会
保
障
法
学
会
報
告
に
お
け
る
発
言
)
大
沼
教
授
は
、
「
国
民
主
権
原
理
か
ら
直
接
派
生
す
る
職
務
、
三
権
分

立
の
国
家
機
構
に
お
け
る
国
家
意
思
形
成
に
直
接
参
与
す
る
職
務
、
国
際
社
会
に
お
け
る
独
立
国
と
し
て
の
存
立
を
対
外
的
に
担
当
す
る
外
交
・

防
衛
の
担
い
手
、
お
よ
び
、
法
の
強
制
的
・
権
力
的
作
用
を
直
接
左
右
す
る
裁
量
的
権
限
の
担
い
手
で
あ
り
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
定
住
外
国

人
を
も
含
め
て
外
国
人
を
排
除
す
る
こ
と
も
、
憲
法
上
許
さ
れ
る
だ
ろ
う
」
と
し
、
こ
れ
に
該
当
す
る
職
と
し
て
、
国
会
議
員
・
国
務
大
臣
・
裁

判
官
・
外
交
官
・
自
衛
官
・
検
察
官
を
挙
げ
て
い
る
(
大
沼
・
前
掲
室
宣
コ
一
二
頁
)
。
同
様
に
、
岡
崎
教
授
も
、
外
国
人
が
公
務
員
資
格
か
ら
排
除

さ
れ
る
こ
と
が
合
理
的
と
さ
れ
る
職
を
「
主
権
又
は
統
治
権
を
直
接
行
使
す
る
職
務
」
に
限
定
し
、
そ
れ
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
、
国
会
議
員
・
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いわゆる外国人教員任用法と「当然の法理」

政
治
的
職
員
(
国
務
大
臣
・
政
務
次
官
等
)
・
裁
判
官
を
挙
げ
て
い
る
。
岡
崎
・
前
掲
第
一
章
注

(
1
)
二
O
O頁
、
日
高
H
徐
編
前
掲
は
じ
め
に

注

(
6
)

一
O
二
頁
(
岡
崎
執
筆
。
な
お
、
岡
崎
教
授
と
同
様
の
一
般
論
に
立
つ
論
者
が
、
自
己
の
見
解
を
一
九
四
八
年
の
兼
子
一
見
解
と
一
致

す
る
も
の
と
位
置
づ
け
て
い
る
(
佐
藤
H
鶴
海
・
前
掲
書
第
一
章
注

(
2
)
八
三
頁
参
照
)
こ
と
は
興
味
深
い
。
)
。
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
旨
と
思
わ
れ

る
見
解
と
し
て
、
政
治
的
決
定
権
の
属
す
る
地
位
や
機
密
を
扱
う
地
位
か
ら
は
外
国
人
を
排
除
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
い
う
考
え
方
が
示
さ
れ

て
い
る
(
座
談
会
「
人
権
論
に
お
け
る
定
住
外
国
人
L

『
法
律
時
報
』
五
七
巻
五
号
一
九
|
二

O
頁
こ
九
八
五
)
に
お
げ
る
萩
野
芳
夫
教
授
の
発

言
)
。
こ
れ
ら
よ
り
も
若
干
広
く
外
国
人
が
排
除
さ
れ
る
職
の
範
囲
を
設
定
し
て
い
る
も
の
と
し
て
は
、
「
公
権
力
の
発
動
と
し
て
人
民
に
対
す
る

命
令
強
制
を
内
容
と
す
る
よ
う
な
職
務
」
と
「
調
査
的
・
諮
問
的
・
教
育
的
な
職
務
」
と
を
区
分
し
、
前
者
か
ら
外
国
人
を
排
除
す
る
こ
と
は
許

さ
れ
る
、
と
す
る
見
解
が
あ
る
(
田
中
二
郎
「
新
版
行
政
法
中
巻
(
全
訂
第
二
版
)
』
二
四
七
頁
(
一
九
八
四
)
。
芦
部
信
喜
「
人
権
の
享
有
主
体

(
2
)
」
『
法
学
教
室
』
一

O
二
号
三
五
頁
(
一
九
八
九
)
、
和
田
英
夫
・
前
掲
は
じ
め
に
注

(
4
)
は
こ
れ
に
全
面
的
に
賛
成
し
て
い
る
よ
う
で
あ

る
。
)
。
非
管
理
職
か
ら
外
国
人
を
排
除
す
る
こ
と
に
は
疑
問
が
あ
る
と
す
る
学
説
(
佐
藤
幸
治
『
憲
法
』
二
九
六
頁
二
九
八
二
)
)
も
こ
れ
と
同

旨
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
見
解
の
相
違
が
生
じ
て
い
る
理
由
及
び
い
ず
れ
に
解
す
る
の
が
妥
当
か
は
別
途
検
討
す
る
必
要
の
あ
る
課
題
で
あ

ゆ
令
。

*
な
お
、
本
稿
は
、
昭
和
六
三
年

1
平
成
二
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費
補
助
金
(
総
合
研
究

(A)
寸
法
律
制
定
に
お
け
る
国
会
議
員
の
役
割
」
)
に

よ
る
共
同
研
究
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
ま
た
、
本
稿
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
参
議
院
法
制
局
第
三
部
第
一
課
長
の
石
村
健
氏
、
衆
議
院
法
制

局
調
査
課
長
の
高
橋
拘
氏
を
は
じ
め
と
す
る
方
々
に
資
料
提
供
等
の
ご
協
力
を
い
た
だ
き
ま
し
た
の
で
、
こ
こ
に
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
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